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序     文 
 

世界保健機関（World Health Organization：WHO）によると、全世界で 400 万人の保健人材が不

足しており、人材育成は国連ミレニアム開発目標（Millennium Development Goals：MDGs）達成に

あたって喫緊の課題となっています。近年、大洋州地域でも保健人材の海外移住の増加や現任人

材の老齢化により、保健現場で活動する人材の不足や労働力の低下が起こっており、このことが、

保健サービスの質的低下の一因とされています。 

特に大洋州地域では、看護師、助産師、看護補助などの看護職が地域保健サービス現場の中核

を成しますが、これまで医師や専門技術者に多くみられた海外移住は、中堅層の看護師において

も増加し、その結果、保健現場では中堅層の看護師の減少がみられています。その要因として、

看護学校卒後 3～5 年以上の中堅層といわれる経験者に対する需要が高まり、それによる過重労働、

また政治不安や低賃金労働への不満が後押ししていると考えられます。さらに、適正な人材育成

計画と人材雇用が実施されてこなかった結果、国内での保健人材配置の地域不均衡や定年看護指

導者の後継者不在等が起こり、地域保健サービス供給に影響を与えています。一方で、海外移住

については個人の選択の自由と社会経済的要因を含み、移住抑制策などを強行して解決できる問

題ではないため、各国保健省は自国の政策で可能な限りの労働者保護策やインセンティブ案の導

入などの対応を行っています。 

こうした状況に対し、独立行政法人国際協力機構（JICA）はフィジー共和国（以下、「フィジー」）

において「地域保健看護師現任教育プロジェクト」（2004～2008 年）を実施しました。同プロジェ

クトでは、フィジーの中部地方において、地域保健看護師のための「現場ニーズに基づいた現任

研修」のモデルを開発し、パイロット地域において一定の成果を上げました。しかしながら、モ

デルの全国的・地域的な普及に必要なエビデンスの確立、国家政策への組み込みがなされておら

ず、それを発展させるべく、大洋州 3 カ国（フィジー・トンガ・バヌアツ）から要請があり、JICA

は「大洋州地域地域保健看護師のための『現場ニーズに基づく現任研修』強化プロジェクト」（以

下、「本プロジェクト」と記す）を 2010 年 10 月より実施することとしました。本報告書は、プロ

ジェクト開始から約 2 年が経過したなかで、プロジェクトの進捗状況の確認と今後への課題と対

応策を検討し、関係者間で合意することを目的として行われた中間レビュー調査結果をまとめた

ものです。 

ここに、本調査にご協力いただいた内外関係者の方々に深い謝意を表しますとともに、引き続

き一層のご支援をお願い申し上げます。 

 

平成 24 年 11 月 

 

独立行政法人国際協力機構 

人間開発部長 萱島 信子 
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評価調査結果要約表（フィジー） 
 

１．案件の概要 

国名：フィジー共和国 案件名：地域保健看護師のための「現場ニーズに基

づく現任研修」強化プロジェクト 

分野：保健 援助形態：技術協力プロジェクト 

所轄部署：人間開発部 保健第二グループ 協力金額（評価時点）：4 億 5,000 万円（3 カ国合計）

協力 

期間 
（R/D）：2010 年 10 月～2013 年 10 月 先方関係機関：保健省 

（延長）： 日本側協力機関：特定非営利活動法人 HANDS、 

（株）コーエイ総合研究所 

（F/U）： 他の関連協力： 

１－１ 協力の背景と概要 

保健人材の育成は国連ミレニアム開発目標（MDGs）の達成のためにも喫緊の課題と認識され

ているが、大洋州地域においては人材の流出のほかに、財政上の制約から十分な人材育成を図

ることが困難であり、また育成された医療人材の能力も先進国に比して低い状況にある。フィ

ジー共和国（以下、「フィジー」）では看護職が地域保健サービスの主要な提供者となっている

ことから、保健指標の改善には地域保健看護師（CHN）の能力向上が不可欠であるが、現任の

看護師を含む医療従事者に対するスーパービジョンの弱さと、現場で行われるべき継続医療教

育の質及び量が課題となっている。 

わが国は 2005 年 4 月より 3 年間、「フィジー共和国地域保健看護師現任教育プロジェクト」（以

下、「前プロジェクト」）を実施、現在の中部地方（当時の呼称は中東部地方）においてCHNの能

力評価（CA）とその結果に基づくスーパービジョン・コーチング（S&C）等を行うとともに、「現

場ニーズに基づく現任研修（NB-IST）」の実施モデルを構築・試行し一定の成果を上げた。その

後同モデルを全国的に普及させるための技術協力支援の要請がフィジー政府よりなされ、同様の

問題を抱えるトンガ王国（以下、「トンガ」）及びバヌアツ共和国（以下、「バヌアツ」）も含めた

大洋州地域を対象としたCHNのための「NB-IST強化プロジェクト」が 2010 年 10 月より 2014 年

2 月（フィジーにおいては 2013 年 10 月まで）の期間において実施されることとなった。 

 

１－２ 協力内容 

本プロジェクトは、前プロジェクトにおける成果を基に、NB-ISTの実施モデルの全国的な普

及に必要な成果の検証やそれに基づく国家政策の策定のための支援を、保健省（MOH）本省及

び各地方の保健事務所を対象に行うものである。 

 

（１）上位目標 

現任研修の改善により、フィジーにおける地域保健看護師が良質の保健サービスを提供

できるようになる。 

 

（２）プロジェクト目標 

「現場ニーズに基づく現任研修」の仕組みが強化される。 

 

（３）成果 

１）「現場ニーズに基づく現任研修」が政策として有効になる。 

２）「現場ニーズに基づく現任研修」のための国家標準化されたモニタリング・評価（M&E）
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システムが実施される。 

３）看護中間管理職パッケージ（現任研修および学術機関での研修）が開発される。 

４）地域看護師に対する全てのタイプの現任研修（他協力機関により実施されるテーマ・

対象者別の研修を含む）の効果的実施に向け、各地方保健局において、研修計画・実施

に係る調整が行われる。 

５）フィジー、トンガ、バヌアツ間（もしくは三か国を超えて）プロジェクトの進捗およ

び成果が共有される。 

 

（４）投入（評価時点） 

＜日本側＞ 

短期専門家派遣：15 名（56.47MM） 

機材供与：99 万 705 円 

ローカルコスト負担：3,248 万 1,535 円 

 

＜相手国側＞ 

カウンターパート（C/P）配置：延べ 25 名 

土地・施設提供：MOH内プロジェクト事務所 

ローカルコスト負担：9,576FJD（42 万 3,891 円） 

 

２．評価調査団の概要 

調査者 団 長：牧本 小枝 JICA人間開発部保健第三課 課長 

評価企画 1：京口 美穂 JICA人間開発部保健第三課 ジュニア専門員 

評価企画 2：酒井 浩子 JICA人間開発部保健第三課 ジュニア専門員 

評 価 分 析：今仁 直美 グローバルリンクマネージメント（株） シニア研究員 

調査期間 2012 年 9 月 13 日～10 月 4 日 評価種類：中間レビュー 

３．評価結果の概要 

３－１ 実績の確認 

成果及びプロジェクト目標に係る実績の確認は、2011 年 6 月に改訂されたプロジェクト・デ

ザイン・マトリックス（PDM Ver. 2）に基づき実施された。本プロジェクトの指標には数値が採

れないものもあったため、指標から達成度合いを測るのは困難である。当初の計画に比して全

体的に活動が遅延しており、それに付随する形で成果の出現は現時点においては限定的なもの

となっている。 

 

（１）成果の達成度合い 

１）成果１：「現場ニーズに基づく現任研修」が政策として有効になる。 

当初は「現場ニーズに基づく現任研修」に関する政策を策定することが想定されてい

たが、単独の政策とするにはスコープが狭いことから、現在改訂中の「国家研修政策」

にNB-ISTの意義・方策を反映させることに方針を転換した。C/P数名が同政策の改定を管

轄するMOH国家研修委員会（NTC）に召集されているほか、日本人専門家が改訂作業部

会に参加して活動を進めている。プロジェクト終了までに、本成果は達成されるものと

見込まれる。 

２）成果２：「現場ニーズに基づく現任研修」のための国家標準化されたモニタリング・評

価（M&E）システムが実施される。 

M&Eシステムは現在構築中であり、必要なデータを収集するためのツール（各種報告
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書のフォーマット）を全国で試用している段階である。今後数カ月のうちに最終化され

る予定であるが、ツールの試用が始まったばかりであることから、指標である「期日ま

でに提出された報告書の割合」を測ることは現時点では不可能である。収集データに基

づく評価と、指標の入手手段とされているM&Eデータベースの構築は、現時点では未着

手である。本成果の達成にあたっては、データ収集の仕組みのみならず、収集したデー

タを「どのレベルがどう利用するか」といったM&Eのコンセプトを明確にし、収集した

情報を利用する能力の強化も図る必要がある。 

３）成果３：看護中間管理職パッケージ（現任研修および学術機関での研修）が開発され

る。 

本成果では、当初フィジー国立大学医学・看護学・健康科学部看護学校（FSN）におい

て看護指導官（HS）を対象とした長期の研修コースを開設することが意図されていた。

しかし、FSNがフィジー国立大学（FNU）の一部となりMOHから教育省に移管されたこ

とや長期コースのみでは対象が少人数にとどまってしまうなどの理由から現場のニーズ

に対応しきれないことが予想されたため、短期の研修コースも含めた「パッケージの開

発」を行うことに方針が変更され、2011 年 6 月改訂のPDM Ver. 2 にも反映された。 

FSNでの長期研修に関しては、2013 年 1 月の開講をめざして看護管理のpostgraduate 

diploma コースを開設する準備が進行中であり、現時点においては指標である「研修を受

けた看護中間管理職者数」はゼロである。短期研修としては、「NB-ISTメカニズム」（能

力評価、S&C、NB-IST、M&E）の各要素に関する研修がプロジェクトによって行われて

おり、現在までに本プロジェクトの対象である 53 名の看護中間管理職のうち 30～41 名

が各研修を受講している。研修のパッケージ化には未着手であるが、プロジェクトが行

ってきた研修の教材等を整理し実用に向けてモジュール化することで、本成果の達成は

可能であると見込まれる。 

４）成果４：地域看護師に対する全てのタイプの現任研修（他協力機関により実施される

テーマ・対象者別の研修を含む）の効果的実施に向け、各地方保健局におい

て、研修計画・実施に係る調整が行われる。 

NB-ISTの年間計画の策定は 2012 年に始められたばかりであり、指標とされているその

実施率（80％）は現時点では算出不可能である。本成果は当初、各地方の研修調整委員

会の機能強化を想定していたが、同委員会が期待していた機能をもたないことが判明し、

以後中央及び各地方の「研修調整官」の機能強化に軌道修正され、PDM上の修正も行わ

れている。しかし「研修計画・実施に係る調整が行われる」こととPDM上の活動内容及

び指標に乖離がみられることもあり、プロジェクト目標に対する本成果の意義は不明瞭

である。 

５）成果５：フィジー、トンガ、バヌアツ間（もしくは三か国を超えて）プロジェクトの

進捗および成果が共有される。 

これまでに 2 回、3 カ国における活動や進捗状況を共有するためのテレビ会議が実施さ

れたほか、フィジーのC/Pがトンガ、バヌアツに出向いて経験の共有を行った。また、3

カ国のC/Pを集めたワークショップをこれまでに 2 回行っており、こうした機会は「学び

合い」の場であるとともに、モチベーションを高め、プロジェクト活動を推進するにあ

たってもプラスに働いていることが垣間みられた。また国際会議における発表実績は、

大洋州保健人材同盟（PHRHA）年次会議とFNUにおける大洋州島嶼国保健研究シンポジ

ウムにおける 2 回となっている。 

 

（２）プロジェクト目標の達成度合い 

プロジェクト目標：「現場ニーズに基づく現任研修」の仕組みが強化される。 



 

iv 

プロジェクト目標の達成は、①能力基準評価のカバレージが上がる、②訪問指導の回数

が「現場ニーズに基づく現任教育ガイドライン」の基準を満たす、③スーパービジョン・

コーチング（S&C）に対する看護師の満足度が上がる、の 3 指標により測ることとされて

いるが、本指標は、プロジェクトで強化すべき「NB-ISTメカニズム」の一部のみに関連す

る指標となっていることや、指標２にて判断根拠となる「ガイドライン」の基準が現時点

では未設定である等の理由により、現時点においてプロジェクト目標の達成度を指標から

測るのは困難である。一方で、成果の１～３のそれぞれが、プロジェクト目標であるNB-IST

の仕組みの強化に貢献するものであるとの位置づけから、今後成果の達成状況が上昇する

につれてプロジェクト目標の達成度も上がるものと見込まれる。 

 

３－２ 評価結果の要約 

（１）妥当性 

フィジーの保健戦略計画（2011～2015）では、コミュニティヘルスの充実に重点が置か

れているほか、保健人材の継続教育の重要性が謳われており、末端レベルのサービスの提

供を担うCHNの能力強化をめざす本プロジェクトの政策的な妥当性は高い。また、中間看

護管理職の能力強化を図る本プロジェクトは、2009 年に管理職の多くが退職しマネジメン

ト能力が大きく低下していた状況下ではタイムリーなものであった。2013 年から看護師資

格の年次更新制度が開始され、現任研修（IST）の重要性が高まることからも、本プロジェ

クトはフィジーのニーズに合致したものである。 

一方、本プロジェクトで行っているM&Eシステムや研修履歴記録の整備は、現在保健情

報システム（PHIS）や人材管理情報システムが徐々に整備されつつあるなかで、CHNのみ

を対象としたシステムの構築に多大な労力や費用をかけるのは適当ではなく、保健システ

ム上の保健情報や人材管理の枠組みに統合されるのが望ましい。 

 

（２）有効性 

PDMには、活動→成果→プロジェクト目標の達成に係るロジックや設定された指標等に

ついては現状を見据えたうえでの見直しが必要であることから、現時点で有効性を議論す

ることは困難である。一方でHSによる指導の質の向上がサービスの質の向上に有効である

ことは、「サポーティブスーパービジョン」の効果として知られていることから、この観点

からは上位目標の達成に向けて一定の効果があると推測される。また、本プロジェクトの

対象はCHNに限定されていたが、臨床看護師の指導者もプロジェクトが主催する研修に加

わるようになっており、臨床から地域保健に異動する看護師も多いことにかんがみるとプ

ロジェクトの有効性の拡大に貢献していると思われる。広域協力案件としての有効性は、

トンガの調査で確認する必要があるが、HSは他国のリソースになることでモチベーション

が高まり、事業の推進力となっていることが報告されている。 

 

（３）効率性 

現在数多くの研修がさまざまなレベルで行われている状況下で、なおざりにされている

現場ニーズがどれだけあるのか、そのニーズを満たすためにどれだけの投入を行うことが

妥当なのか、効率性を議論するにあたっては考慮すべきポイントであるが、本中間レビュ

ーにおいて検証することは困難である。 

プロジェクト開始前年に実施された公務員の退職年齢の引き下げの影響で、前フェーズ

の成果としてパイロット地域にてある程度定着していると想定されていたNB-ISTの実施状

況が限定的であったことから、当初は既に実施済のため必要ないと考えられていたNB-IST

に関する研修を追加で行う必要が生じたことなど想定外の活動・投入が必要となったこと
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もあり、本プロジェクトの効率性は高いとはいい難い。加えて、プロジェクト目標が「NB-IST

メカニズムの強化」と抽象的で、「本プロジェクトでは何をどういう状態までもっていくの

か」がプロジェクトの関係者間で必ずしも共有されておらず、事業の軸がぶれやすいこと

も効率性に影響を与えていると推察される。広域案件としての効率性は、期待されたほど

高くない。これは、各国の保健システムに合致した仕組みを構築するために、テーラーメ

ードの支援が必要であることに起因している。 

 

（４）インパクト 

指標「スーパービジョンの結果の向上」から上位目標の達成見込みを判断するのは困難

であるが、本プロジェクトで導入されたHSによる懇切丁寧な指導は、CHNのモチベーショ

ンにもつながっており、地域保健サービスの質にも一定のインパクトをもたらすものと思

われる。そのほかの正のインパクトとしては、本プロジェクトで使用している能力基準（CS）

が臨床看護にも導入されつつあること、また人事院（PSC）によって 2012 年より全公務員

を対象とした勤務査定のツールに応用されていることが挙げられる。またMOHは、プロジ

ェクトに触発される形で、すべての保健人材の研修ニーズの洗い出しを進めているほか、

ISTの年間計画を策定することで、乱立の感のあるISTのコーディネートを試みる動きも出

てきている。 

 

（５）持続性 

政策的な持続性は維持されると予想される。しかし、「NB-ISTの仕組み」に係る一連の活

動がISTの効果を高めるひとつのシステムとして認識され、自発的かつ継続的に活用される

ようになるには、HSと現任研修調整官（ISTC）の更なる理解の深化が不可欠であり、残さ

れた期間における効率的な活動実施が必要である。人事異動に伴う持続性の喪失には、後

継者と目される者を研修に巻き込むことで対処しようとしているが、引き継ぎの強化や新

任指導官に対する研修の制度化などの人事管理の強化を、MOHや関係機関に対し継続的に

働きかけていく必要がある。本プロジェクトで策定するM&Eツール等が今後も継続的に使

用されるには、MOH省の認定を得るだけでは不十分であり、実務上の利便性の向上や既存

のシステムへのリンクが不可欠である。 

 

３－３ 効果発現に貢献した要因 

（１）計画内容に関すること 

本プロジェクトの開始前年に管理職の退職年齢が引き下げられ、プロジェクトで研修を

受けた中間管理職の多くが引き継ぎもなく退職し、MOHにおけるマネジメントのノウハウ

の欠如が著しい時期であったため、中間管理職の職務遂行能力強化を図る本プロジェクト

の開始はタイムリーであった。新任管理職の職務を支援するためのツールは注目され、プ

ロジェクトの認知度が上がるにつれてハイレベルの会合にも招致されるようになり、活動

の進捗を後押しするとともに、波及効果の出現にも貢献した。 

 

（２）実施プロセスに関すること 

活動の実施に際し、課題ごとにワーキング・グループ（WG）を設置しフィジー側の巻き

込みが図られている。また、状況の異なる 3 カ国をカバーする広域案件を短期専門家のみ

で運営するという厳しい条件に対し、日本側協力機関は自己負担で専門家の配置を増やし、

チーフアドバイザーを現地に長期滞在させている。 
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３－４ 問題点及び問題を惹起した要因 

（１）計画内容に関すること 

プロジェクト開始前は、前プロジェクトにおいて構築・試行された「NB-ISTの実施モデ

ル」がある程度普及・定着していることが想定されていたが、実際のモデルの定着は公務

員の退職年齢引き下げの影響により限定的なものであった。前プロジェクトに関与したフ

ィジー側の人材をリソースとして活用することが想定されていたが、そうした人員がほと

んど退職してしまっており、当初必要ないとされていた研修を実施する必要性が生じるな

ど進捗の遅れを引き起こした。またPDMについては、構成や設定された指標等について、

現状を見据えたうえでの見直しが必要であることが明らかとなった。 

 

（２）実施プロセスに関すること 

プロジェクトの管理体制について、現時点では指標データをモニターする仕組みが未構

築で、必要時にその都度C/Pに数値等を尋ねることにより確認している状況であるため、成

果の創出状況を見据えながらのプロジェクト運営が困難な状況にある。また、15 名に及ぶ

日本人専門家が本プロジェクトにたずさわっており、プロジェクトの方向性や進捗に関し、

常にアップデートされた情報を全員が共有するのは容易ではない。PDMは一度改訂されて

いるが、指標については更に見直しが必要な状況となっており、3 年間という短い期間内に

「プロジェクトが何をどのような状態にもっていくのか」という根本的なところが不明確

のままである。プロジェクト開始時の現地の状況が想定されていたものと大きく異なって

いると判明した時点で、JICAを交えてプロジェクトのデザインに関して再協議を行うべき

であったと思われる。 

 

３－５ 結 論 

プロジェクトはNB-ISTを通してCHNによる保健サービスの改善を図ろうとしている点で、プ

ライマリー・ヘルス・ケア（PHC）の強化を掲げているフィジーの保健の優先政策に沿ってい

るといえる。PDMの指標に沿ってレビューを行うことは、十分なデータが得られないため困難

であったが、限られた情報で判断する限り、上位目標達成に向けた進捗はみられている。しか

しプロジェクト開始前に想定されていた諸条件が整っておらず、プロジェクトは幾つかの方針

を転換せざるを得なかったため、その進捗には遅れが生じている。なかでも人材育成のモジュ

ール整備やM&Eシステム構築が遅れており、持続性の観点から非常に重要なこれらのコンポー

ネントは、プロジェクトの実施管理体制と並んで、可及的速やかに強化が図られる必要がある。

一方、フィジー側のイニシアティブによる波及効果も確認されており、これは想定外の正のイ

ンパクトである。 

「CHNのためのNB-ISTシステム」は、フィジー保健セクターにおける課題から概観すると些

末的でさえあるが、その各要素は人事管理や保健情報システムの一環である。持続性の観点か

らは、本プロジェクトの成果は保健システムに統合されていくことが望ましく、保健システム

強化を手掛ける他の開発パートナー（DP）とのより積極的な協調と働きかけが重要である。 

 

３－６ 提 言 

（１）プロジェクトマネジメントへの提言 

１）プロジェクトの進捗把握の適切なモニタリングシステムをつくる必要がある。 

２）成果を達成するために、活動に優先順位をつけ、活動計画（PO）に反映する必要があ

る。 

３）他の開発パートナーとの連携の継続及び強化を図っていく必要がある。 

４）成果２：M&Eシステムについて、各レベルでの役割・目的を明確にし、見直す必要が
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ある。 

５）成果３：プロジェクトは、プロジェクト終了後にも研修が継続していくような体制（後

継者看護学校あるいはMOH内の仕組み）をみつけ、後継者による研修の実施支援までで

きることが望ましい。 

 

（２）MOHへの提言 

１）ISTCはISTをより効果的なものにするためには非常に重要なポストであり、MOHは制

度上このポストをつくることが必要である。 

２）地方（Division）及び地区（Sub-Division）の保健スタッフへプロジェクトで作成したツ

ールを使用し、NB-IST関連の活動がCorporate Business Planへ組み込まれるよう奨励する

ことが必要である。 

３）本プロジェクトの成果品を使用した新しいHSへの研修を制度化していくことが望まし

い。 

４）MOHは保健システム強化を支援している他のDPとの調整を行い、最大限の相乗効果を

引き出すよう努める必要がある。 

５）M&E機能強化に努め、本プロジェクトでデータマネジメントのために開発されたツー

ルをMOHのシステムへ統合することが望ましい。 

 

（３）プロジェクトマネジメントとMOHへの提言 

１）フィジーにおけるプロジェクト協力期間を、バヌアツでのプロジェクト終了時の 2014

年 2 月 28 日まで約 4 カ月間延長することを提言する。 

 

（４）JICAへの提言 

１）現地事務所のリソースも活用し、プロジェクトのモニタリングを強化することで、適

切かつタイムリーなアドバイスを行う体制を整える。 

２）プロジェクトの計画策定段階で相手国側のニーズと必要なリソースをより詳細に特定

する。同時に、PDMの策定においては、ロジックや設定される指標と内容の整合性に留

意する。 

 

３－７ 教 訓 

（１）詳細計画策定時には、想定されるすべてのリスクについて、慎重に検討する必要がある。

また、プロジェクト開始時には、日本側とC/Pで状況を十分に検証し、プロジェクトのデザ

インを再評価する必要がある。 

 

（２）「メカニズム」や「システム」は目に見えないものであり、それらを対象とするプロジェ

クトを行う際には、プロジェクト開始時に、プロジェクトマネジメントチーム内、ステー

クホルダー間でできるだけ詳細にビジョン、戦略、方針を決定し、共有しておく必要があ

る。 

 

（３）広域案件は、対象各国間で相乗効果をもたらす潜在性がある。実務レベルスタッフに海

外へ行く機会を与えることは、プロジェクト運営上のモチベーションを上げることへ大き

く貢献したといえる。 
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評価調査結果要約表（トンガ） 
 

１．案件の概要 

国名：トンガ王国 案件名：地域保健看護師のための「現場ニーズに基

づく現任研修」強化プロジェクト 

分野：保健 援助形態：技術協力プロジェクト 

所轄部署：人間開発部 保健第二グループ 協力金額（評価時点）：4 億 5,000 万円（3 カ国合計）

協力 

期間 
（R/D）：2011 年 1 月～2014 年 1 月 先方関係機関：保健省（MOH）看護部 

（延長）： 日本側協力機関：特定非営利活動法人 HANDS、（株）

コーエイ総合研究所 

（F/U）： 他の関連協力： 

１－１ 協力の背景と概要 

保健人材の育成は国連ミレニアム開発目標（MDGs）の達成のためにも喫緊の課題と認識され

ているが、大洋州地域においては人材の流出のほかに、財政上の制約から十分な人材育成を図

ることが困難であり、また育成された医療人材の能力も先進国に比して低い状況にある。フィ

ジー共和国（以下、「フィジー」）では看護職が地域保健サービスの主要な提供者となっている

ことから、保健指標の改善には地域保健看護師（CHN）の能力向上が不可欠であるが、現任の

看護師を含む医療従事者に対するスーパービジョンの弱さと、現場で行われるべき継続医療教

育の質及び量が課題となっている。 

わが国は 2005 年 4 月より 3 年間、「フィジー共和国地域保健看護師現任教育プロジェクト」（以

下、「前プロジェクト」）を実施、現在の中部地方（当時の呼称は中東部地方）においてCHNの

能力評価とその結果に基づくスーパービジョン・コーチング（S&C）等を行うとともに、「現場

ニーズに基づく現任研修（NB-IST）」の実施モデルを構築・試行し一定の成果を上げた。その後

同モデルを全国的に普及させるための技術協力支援の要請がフィジー政府よりなされ、同様の

問題を抱えるトンガ王国（以下、「トンガ」）及びバヌアツ共和国（以下、「バヌアツ」）も含め

た大洋州地域を対象としたCHNのための「現場ニーズに基づく現任研修」強化プロジェクトが

2010 年 10 月より 2014 年 2 月（トンガにおいては 2011 年 1 月より 2014 年 1 月まで）まで実施

されることとなった。 

 

１－２ 協力内容 

本プロジェクトは、前プロジェクトにおける成果を基に、NB-ISTの実施モデルの全国的な普

及に必要な成果の検証やそれに基づく国家政策の策定のための支援を、保健省（MOH）本省及

び各地方の保健事務所を対象に行うものである。 

 

（１）上位目標 

トンガにおける地域保健サービスの質が向上する。 

 

（２）プロジェクト目標 

「現場ニーズに基づく現任研修」の仕組みが強化される。 

 

（３）成果 

１）「現場ニーズに基づく現任研修」の円滑な実施のために必要な各種ガイドラインが整備

され、使用される。 
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２）「現場ニーズに基づく現任研修」のために全体の現任研修計画と資金がよりよく調整さ

れる。 

３）看護師指導者がS&C及びニーズに基づく現任研修の技術を身に着ける。 

４）根拠に基づくキャリア向上支援や後継者育成計画に結びつく国家標準化した「現場ニ

ーズに基づく現任研修」のモニタリング・評価（M&E）システムが運用される。 

５）トンガ、フィジー、バヌアツ間（もしくは三か国を超えて）プロジェクトの進捗およ

び成果が共有される。 

 

（４）投入（2012 年 10 月末現在） 

＜日本側＞ 

短期専門家派遣：9 名（21.33MM） 

機材供与：32 万 1,392 円 

ローカルコスト負担：11,54 万 8,177 円 

 

＜相手国側＞ 

カウンターパート（C/P）配置：延べ 7 名 

土地・施設提供：MOHクイーンサロテ看護学校（QSSN）内プロジェクト執務室 

ローカルコスト負担：プロジェクト執務室光熱費、サイト訪問時の茶菓・交通費の一部

など 

 

２．評価調査団の概要 

調査者 団  長：石井 羊次郎  JICA 客員専門員 

技術参与：堀井 聡子   国立保健医療科学院 国際協力研究部 主任研究官 

評価企画：酒井 浩子   JICA人間開発部保健第三課 ジュニア専門員 

評価分析：今仁 直美   グローバルリンクマネージメント（株）シニア研究員 

調査期間 2012 年 10 月 31 日～11 月 17 日 評価種類：中間レビュー 

３．評価結果の概要 

３－１ 実績の確認 

2011 年 6 月付のPDM Ver. 2 に沿ってプロジェクトの実績を確認したが、指標やそれに付随す

るデータの整備状況により、指標からの進捗が確認できない項目もある。また全体的な進捗に

遅れが認められ、成果の達成状況に若干の影響を与えている。 

 

（１）成果の達成度合い 

１）成果１：「現場ニーズに基づく現任研修」の円滑な実施のために必要な各種ガイドライ

ンが整備され、使用される。 

看護師の能力基準（CS）及びそのアセスメントのツールが開発され、2 度にわたって

試行された。CSにはその後更なる改良が加えられ、トンガ語に翻訳もされており、2013

年初頭には印刷・配布される計画である。NB-ISTの仕組みに係る各活動のガイドライン

を含む「ISTマニュアル」が、日本人専門家の指導の下、地方レベルの看護指導官のグル

ープによって作成されつつあり、2013 年 5 月頃の完成をめざしている。こうした進捗状

況から、アウトプット１は達成されると見込まれる。 
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２）成果２：「現場ニーズに基づく現任研修」のために全体の現任研修計画と資金がよりよ

く調整される。 

MOH看護部の 3 つの課の課長が現任研修（IST）調整官として指名された。課長として

の職務は既にISTの調整業務をカバーしており、その業務は現在進行中の職務記述書（JD）

の改訂においてより明確に記載される予定である。研修開発委員会（TDC）のNB-ISTの

計画・実施における役割はまだ明確にされていない。プロジェクトとしては、NB-ISTの

計画・実施に際し必要なコーディネーションを洗い出し、本成果においてプロジェクト

期間中に達成すべき事項を改めて決定することが有用かと思料される。 

３）成果３：（各地域において一定数の）看護師指導者がS&C及びニーズに基づく現任研修

の技術を身に着ける。 

すべての地方において、1 名以上の看護師が看護指導官として任命され、そのうちニウ

アの 1 名を除く全員が、CSやS&CやNB-ISTの実施の仕方を学んだ。今後「技術を身に着

ける」ためには、更なる研修のほか、適切な指導の下で実地研修を行っていく必要があ

るが、非パイロット地区においてはMOHがそれを独自に実施する必要がある。研修のた

めのプログラムや教材は、今後同様の研修をすることに備えて研修モジュールとしてパ

ッケージ化される予定である。さらに、看護指導官の能力をチェックするためのツール

の策定が有用であると思われる。 

４）成果４：根拠に基づくキャリア向上支援や後継者育成計画に結びつく国家標準化した

「現場ニーズに基づく現任研修」のモニタリング・評価（M&E）システムが

運用される。 

本成果下の活動は 2012 年 8 月に開始されたばかりであり、指標に係るデータは未整備

である。プロジェクト終了までになんらかのM&Eシステムが設定されると思われるが、

全体的な進捗の遅れから、同システムを使って収集した情報で有用な評価・検証を行う

までは至らない可能性もある。報告書等の既存の保健情報システムで活用されているも

のへの可能な限りの統合、看護指導官やIST調整官に対するM&E研修、情報の格納・引出・

分析を容易にするための簡易なM&Eデータベースの構築など、今後プロジェクト終了ま

でに実施すべき活動は多い。システム構築と研修は全国を対象に行うが、実際のM&E活

動はパイロット地域であるトンガタプとヴァヴァウでしか支援しないため、設立される

M&Eシステムが「国家標準化」されたものであるためにも、非パイロット地域における

M&Eシステムおよび活動の実施はMOHが独自で支援することが期待されている。M&E

システムを関連づける予定の「根拠に基づくキャリア向上支援や後継者育成計画」がMOH

で推進されている様子はないため、構築されるM&Eシステムとのリンクも明確でない。

当初の計画どおりなんらかの関連をもたせるには、人事制度を管轄している部局と協働

することが必須である。 

５）成果５：トンガ、フィジー、バヌアツ間（もしくは三か国を超えて）プロジェクトの

進捗および成果が共有される。 

これまでに 2 回、3 カ国における活動や進捗状況を共有するためのテレビ会議が実施さ

れたほか、3 カ国のC/Pを集めたワークショップをフィジーで 2 回、またフィジーのC/P2

名を招いたワークショップを 1 度行い、経験の共有が促進された。こうした機会は「学

び合い」の場であるとともに、モチベーションを高める要素となっていることが確認さ

れた。国際会議における発表実績は 2011 年の大洋州保健人材同盟年次会議 1 件があり、

その内容は 3 カ国が参加する広域案件の骨子に係るものであった。 
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（３）プロジェクト目標の達成度合い 

1）プロジェクト目標：「現場ニーズに基づく現任研修」の仕組みが強化される。 

上記プロジェクト目標の達成度やその見込みを測るためには、現在の指標及びそれに

関連するデータでは不十分であると考えられる。一方で成果の 1～3 がそれぞれNB-IST

の仕組みの構成要素であることから、今後それら成果の産出状況が上昇するにつれて、

プロジェクト目標の達成度も上がるものと見込まれる。現在プロジェクトはNB-ISTの仕

組みをトンガの現状に合わせて構築している最中であるが、これは時間のかかる作業で

あり、残されたプロジェクト期間内でそれを強化するところまで到達しない可能性も高

い。 

 

３－２ 評価結果の要約 

（１）妥当性 

政策面においてはトンガ側、日本側共に相応の妥当性が認められる。NB-ISTの仕組みを

構築することを通じて、①看護師の基礎的技能の担保・向上、②ISTの欠如、③中央集権的

かつ弱い管理・指導システム、④特に離島地域における看護師のモチベーションの維持・

向上といったマネジメント上の課題の解決に貢献しており、トンガのニーズに照らしても

妥当性は認められる。 

しかしプロジェクト目標には、それまで存在しなかったNB-ISTの仕組みを強化すること

が挙げられており、3 年間で達成するのは現実的ではなく、改善が必要と考えられる。 

 

（２）有効性 

プロジェクト目標が「NB-ISTの仕組みの確立」であれば、一定の結果が期待できると考

えられ、本プロジェクトのデザインは有効であるといえる。しかしPDMでは設定された成

果や指標からロジック上の混乱がみられ、NB-ISTの仕組みに精通していない者にとって、

プロジェクト終了時に発現しているであろう状況や、保健セクターのどの課題にどう資す

るものであるのかが非常に分かりづらい。プロジェクトの有効性が明確でないことは、MOH

や関連機関のコミットメントの形成にマイナスに働いていると考えられる。 

 

（３）効率性 

広域協力案件として、一定の効率性が認められる。フィジーで開発された仕組みやツー

ルを「たたき台」として使えるため、そうでない場合に比して短期間で作業が完了する。

また一度の派遣で複数国のアサインメントをこなす日本人専門家もおり、旅費等や派遣に

かかわる時間の節約となっている。しかし本プロジェクトに参加している 3 カ国は、保健

システムや看護師をとりまく環境もかなり異なっており、それぞれにおいて独自のNB-IST

の仕組みを構築する必要があるところ、広域案件としての効率性は比較的低く、割り当て

られているリソースはニーズに比してかなりタイトである。 

 

（４）インパクト 

本プロジェクトは、NB-ISTの仕組みを確立することを通じて、看護師に対するよりサポ

ーティブできめの細かい管理・指導体制を構築するものであることから、看護師によって

提供されるサービスの質に一定の正の影響を及ぼすものと予想される。その他のインパク

トとして看護部の 3 つの課がすべて本プロジェクトに関与することで、看護部内に協働の

機運が生まれたこと、また離島地域の看護師、特に看護指導官に指名されたシニアの看護

師のモチベーションが上がり、それに触発される形で看護師全体の勤務態度がより積極的

になったことなどが報告されている。 
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（５）持続性 

本プロジェクトには持続性を担保するための明示的な要素は組み込まれていないが、プ

ロジェクトは既存のシステムへの統合を十分意識した運営を行っており、既に看護師養成

教育のカリキュラムをCSとリンクさせているほか、プロジェクトの活動をMOHの年間計画

に入れ込む、CSを年次勤務評定の一環として位置づける可能性を模索するなどの活動が行

われている。技術的な持続性を確保するためには、地方レベルの看護指導官に対し研修や

実務を通じて技能の定着を図る活動が強化・継続される必要があるが、プロジェクトは実

務における支援はパイロット地域のみで行うため、非パイロット地域におけるMOHの支援

が望まれるが、その可能性は未知である。MOH、更には開発パートナー（DP）に対するな

んらかのアドボカシーが有用であるかも知れない。新たに設立された地方レベルの看護指

導官を活用する管理・指導体制の持続性は、スーパービジョンのための旅費等の手当ての

ほか、IST調整官や看護指導官の役割や資格要件、報告のシステム等を整理し明文化するこ

とで強化されると考えられる。 

 

３－３ 効果発現に貢献した要因 

フィジーで開発されたNB-ISTの仕組みを導入するにあたり、トンガの現状及びシステムに適

合させることに留意したプロジェクト運営が行われている。C/Pやターゲットを最大限に巻き込

むことで、現場における成果品の実用性を担保すると同時にオーナーシップや責任感の醸成を

図っている。こうしたアプローチは時間的な効率は悪いが、プロジェクトの有用性と持続性の

発現に貢献するものである。 

状況の異なる 3 カ国でプロジェクトの運営を短期専門家のみで行うにあたり、日本側の協力

機関は費用自己負担でチーフアドバイザーをフィジーに常駐させることで、よりきめの細かい

臨機応変な対応を可能にしている。 

 

３－４ 問題点及び問題を惹起した要因 

（１）計画内容に関すること 

PDMはフィジーのプロジェクトのものを土台にしているが、表現や内容がトンガの現状

に合致していないところがある。また理論や指標に適切でないものがあり、プロジェクト

が何を達成しようとしているのか、それがトンガの保健セクターにおけるどの課題に対応

するものであるのかなどが不明瞭であった。プロジェクトの分かりにくさは、実施にあた

って合意の形成や意思決定を必要以上に困難にするばかりでなく、相手国政府やDPの協力

を仰ぐ際にもマイナスである。 

 

（２）実施プロセスに関すること 

日本人専門家の間で時にコミュニケーションがいき届かず、チームとしての合意の形成

や意思の疎通に影響を与えている。9 名にものぼる人員が複数国にまたがり短期の派遣を繰

り返すという事情から、主要メンバーだけでも一堂に会するのが困難であり、スカイプ等

を活用した全体会議は行っているものの、情報の共有や意思の疎通に関しては非常にチャ

レンジングな運営体制である。強いリーダーシップと日本側協力機関の適切なバックアッ

プで、より効率的な情報共有の体制を構築することが望まれる。プロジェクト運営に関し

ては、これと同時に指標データの推移をモニターする仕組みも早急に整備される必要があ

る。 

 

３－５ 結 論 

本プロジェクトはフィジーで開発されたNB-ISTメカニズムを隣国へ広めることを試み、トン
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ガにおいてNB-ISTの導入を行い、トンガの既存のスーパービジョンシステムにどのように

NB-ISTメカニズムを適合させるかを模索しながら活動を進めており、おおむね順調に進捗して

いることが確認された。他方、フィジーモデルを用いた現在のプロジェクトデザインの限界も

確認された。中間レビュー調査団では現地関係者との協議を通し、残りのプロジェクト期間の

方向づけを行い、トンガ・日本側関係者双方合意の下、PDMの改訂を行うこととした。 

 

３－６ 提 言 

（１）プロジェクトマネジメントへの提言 

１）プロジェクト残り期間にかんがみ、実用性と持続可能性を十分考慮し活動を行ってい

く必要があり、トンガの状況にあったものとなるようPDMの改訂を提案する。 

２）プロジェクトが行う研修について、研修生のキャパシティを考え研修のペースを考慮

することが望ましい。既に実施されたトピックスのいくつかについては見直しを行った

方がよいかもしれない。また、知識の定着を考え、プロジェクトスコープを絞り、NB-IST

メカニズムのいくつかのトピック／分野に集中した方がよいと考えられる。 

３）IST調整官とスーパーバイザーの役割や責務について、早期に看護スーパービジョンシ

ステムのProcess and Procedureが策定され、関係者間で共有される必要がある。 

 

（２）MOHへの提言 

１）MOHには、CSの卒前教育及び新人教育への統合、人事院（PSC）のパフォーマンス評

価のツールとしての活用などの方法により、プロジェクトが開発したCSをメインストリ

ーム化していくための努力が求められる。 

２）MOHは、パイロット地域以外の地域におけるNB-IST関連活動の実施のために予算確保

を行うことが求められる。 

 

（３）JICAへの提言 

１）プロジェクトのデザイン上、他国でつくられたシステムを確立（PDM上の文言は「強

化」）することを命題とすることは、特にプロジェクトの開始時にはC/Pにその意義が実

感として理解されず、相手国側のオーナーシップと持続性の担保に影響を与える可能性

がある。 

 

３－７ 教 訓 

（１）広域案件は、対象国間で経験をシェアできるというメリットはある。一方で国によって、

ヘルスシステムや健康課題が異なるため、テーラーメイドの支援が必要である。したがっ

て、詳細策定時にはそれぞれのコンテクストに沿ってリソースニーズを適切にアセスメン

トする必要がある。 

 

（２）本プロジェクトでは、トンガの保健システムを考慮し、臨床看護師も対象に含めるなど、

他国で開発されたモデルをローカライズした。モデルを用いた広域案件を実施する際には、

フレキシビリティをもたせ、その国にあったモデルに改変することが必要である。 
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第１章 中間レビュー調査の概要 
 

１－１ 調査団派遣の経緯と目的 

世界保健機関（WHO）によると、全世界で約 400 万人の保健人材が不足しており（2013 年、

WHOホームページより）、人材育成は国連ミレニアム開発目標（MDGs）達成にあたって喫緊の課

題となっている。特に大洋州地域では、適正な人材雇用と人材育成計画が実施されてこなかった

結果、国内での保健人材配置の地域的不均衡や定年看護指導者の後継者不足等が起こり、地域保

健サービス供給に影響を与えている。このような状況下、開発パートナー（Development Partners：

DP）のさまざまな努力により、卒前・卒後教育の強化、現任研修（In-Sevice Training：IST）等が

実施されているが、特に問題なのが、現任の看護師を含む医療従事者に対する監督者によるスー

パービジョンの弱さと、オンザジョブ・トレーニング（On-the-Job Traing：OJT）で行われるべき

継続医療教育の欠如である。 

これに対し、JICAは 2005 年 4 月から 2008 年 3 月まで「フィジー共和国地域保健看護師現任教

育プロジェクト」（先行プロジェクト）を実施し、中東部地方を対象地域とし、プロジェクトで策

定した地域保健看護師（Community Health Nurse：CHN）の能力基準（Competency Standards：CS）

に基づき、現場でのスーパービジョン・コーチング（Supevision and Coaching：S&C）等を行った。

また、「現場ニーズに基づく現任研修」（Needs-Based In-Service Training：NB-IST）の実施モデルを

構築・試行し、一定の成果を上げた。しかし、モデルの全国的な普及に必要な成果の検証や、そ

れに基づく国家政策の策定のための支援を必要としていたため、フィジー共和国（以下、「フィジ

ー」）政府はわが国政府に対して技術協力を要請した。これを受け、同様の問題を抱えていたトン

ガ王国（以下、「トンガ」）及びバヌアツ共和国（以下、「バヌアツ」）も対象とした「大洋州地域

地域保健看護師のための『現場ニーズに基づく現任研修』強化プロジェクト」（以下「プロジェク

ト」）が各国保健省をカウンターパート（C/P）機関として、2010 年 10 月より 2014 年 2 月までの

予定で実施されてきた。フィジー、トンガにおいては、プロジェクト開始から約 2 年が経過した

ため、中間レビューを実施することとなった。バヌアツを含めた 3 カ国にわたる広域協力である

ことを念頭に置きつつ、フィジー及びトンガが関係する協力部分について、本プロジェクトの目

標達成度や成果等を分析し、プロジェクトの残り期間の課題及び今後の方向性についてフィジー

保健省（MOH）及びトンガ保健省（MOH）と確認し、報告書に取りまとめ、合意するとともに、

ミニッツ（M/M）に署名することを本レビューの目的とした。 

 

１－２ 調査団の構成 

１－２－１ フィジー 

氏 名 担当業務 所 属 期 間 

牧本 小枝 団  長 JICA人間開発部保健第三課 課長 2012.9.23～10.4 

京口 美穂 評価企画 1 JICA人間開発部保健第三課 2012.9.23～10.4 

酒井 浩子 評価企画 2 JICA人間開発部保健第三課 2012.9.23～10.4 

今仁 直美 評価分析 グローバルリンクマネージメント（株） 2012.9.13～10.4 
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１－２－２ トンガ 

氏 名 担当業務 所 属 期 間 

石井 羊次郎 団  長 JICA 客員専門員 2012.11.4～17 

堀井 聡子 技術参与 国立保健医療科学院 国際協力研究部 2012.11.4～17 

今仁 直美 評価分析 グローバルリンクマネージメント（株） 2012.10.31～11.17 

酒井 浩子 評価企画 JICA人間開発部保健第三課 2012.11.4～17 

 

１－３ 調査日程 

１－３－１ フィジー 

日 程 評価分析 団長・評価企画 

1 9/13 木 移動：成田発（13：55）→インチョン →  

2 9/14 金 

ナンディ（08：35 着）→スバ（陸路） 

・JICAフィジー事務所表敬訪問 

・フィジーMOH表敬訪問及びC/P関係者へ調査方法

の説明 

 

3 9/15 土 
・プロジェクト関係者（日本側）との打ち合わせ及

びヒアリング 
 

4 9/16 日 ・情報分析及び資料準備  

5 9/17 月 
・プロジェクト関係者（フィジー側）からのヒアリ

ング 
 

6 9/18 火 
・プロジェクト関係者（フィジー側）からのヒアリ

ング 
 

7 9/19 水 ・プロジェクト関係者（中東部）からのヒアリング  

8 9/20 木 

移動：スバ→ラウトカ（陸路） 

・西部プロジェクトサイト訪問 

・プロジェクト関係者（西部）からのヒアリング 

移動：ラウトカ→スバ（陸路） 

 

9 9/21 金 
移動：スバ→レブカ（海路） 

・プロジェクト関係者（東部）からのヒアリング 
 

10 9/22 土 

移動：レブカ→スバ（海路） 

・情報分析 

・資料準備 

 

11 9/23 日 
・情報分析 

・資料準備 

移動：成田（13：55）

→インチョン→ 

12 9/24 月 

AM 

・他ドナー（AusAID）からのヒアリング 

・他ドナー（GFATM）からのヒアリング 

・中東部地方医長からのヒアリング 

ナンディ（08：35 着）

→スバ（陸路） 

PM 

・調査団内打ち合わせ 

・JICAフィジー事務所表敬訪問 

・大使館表敬訪問 
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13 9/25 火 

・フィジーMOH表敬訪問 

・他ドナー（AusAID FHSSP）からのヒアリング 

・看護大学からのヒアリング 

・看護審議会からのヒアリング 

14 9/26 水 

移動：スバ→シンガトカ（陸路） 

・プロジェクトサイト訪問 

・プロジェクト関係者（西部）からのヒアリング 

15 9/27 木 

移動：スバ→タイレブ（陸路） 

・プロジェクトサイト訪問 

・プロジェクト関係者（中部）からのヒアリング 

16 9/28 金 ・団内協議 

17 9/29 土 
・団内協議 

・合同評価報告書（案）作成 

18 9/30 日 

・団内協議 

・合同評価報告書（案）作成 

・合同評価報告書（案）の送付（西部及び北部C/P） 

19 10/1 月 

・フィジーMOHと合同評価報告書（案）に関する協議 

・合同評価報告書（案）修正 

・修正済合同評価報告書（案）の送付（フィジーMOH） 

20 10/2 火 
・フィジーMOHと合同評価報告書（案）に関する協議 

・合同評価報告書（案）修正 

21 10/3 水 

AM 
・JCC 

・M/M署名 

PM 
・JICAフィジー事務所報告 

移動：スバ→ナンディ（陸路） 

22 10/4 木 ナンディ（08：25 発）→香港（16：15）→羽田（21：35 着） 

 

１－３－２ トンガ 

日程 評価分析 団長・技術参与・評価企画 

10/31 水 移動：成田（18：25 発）→  

11/1 木 
→オークランド→ヌクアロファ

（18：30 着） 
 

11/2 金 

・JICAトンガ支所表敬 

・トンガMOH表敬及びC/P関係者へ

調査方法の説明 

 

11/3 土 
・プロジェクト関係者（日本側）と

の打ち合わせ及びヒアリング 
 

11/4 日 
・プロジェクト関係者（日本側）か

らのヒアリング 

【団長】移動：北京発（14：00）→ソウル（17：

10 着、19：25 発）→ 

【技術参与・評価分析 1】移動：成田発（13：

55）→ソウル（16：20 着、19：25 発）→ 

11/5 月 
・プロジェクト関係者（日本側）か

らのヒアリング 

→ナンディ（09：20 着）、ナンディ泊 

ナンディ周辺にて活動地訪問 
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11/6 火 

・プロジェクト関係者（トンガ側）

からのヒアリング 

→ナンディ（07：45 発）→ヌクアロファ（10：

30 着） 

・JICAトンガ支所表敬 

・トンガMOH表敬 

・プロジェクト関係者（トンガ側）からのヒアリング 

・調査プログレスの報告（コンサルタント→官団員） 

11/7 水 
移動：トンガタプ（08：00 発）→ヴァヴァウ（08：55 着） 

・プロジェクト関係者（ババウ）からのヒアリング 

11/8 木 
移動：ヴァヴァウ（08：25 発）→トンガタプ（09：20 着） 

・プロジェクト関係者（日本側・トンガ側）からのヒアリング 

11/9 金 

・プロジェクトサイト視察 

・プロジェクト関係者（日本側・トンガ側）からのヒアリング 

・他ドナー（WHO）からのヒアリング 

11/10 土 ・団内協議、合同評価報告書（案）作成 

11/11 日 ・団内協議、合同評価報告書（案）作成 

11/12 月 

・他ドナー（AusAID）からのヒアリング 

・プロジェクト関係者（日本側・トンガ側）からのヒアリング 

・団内協議、合同評価報告書（案）作成 

11/13 火 
・トンガMOHと合同評価報告書（案）に関する協議 

・合同評価報告書（案）修正 

11/14 水 ・トンガMOHと合同評価報告書（案）に関する確認 

11/15 木 ・JCC 

11/16 金 

・M/M署名 

・JICAトンガ支所報告 

・大使館報告 

11/17 土 
移動：ヌクアロファ（02：00 発）→オークランド（05：00 着） 

オークランド（09：35 発）→成田（16：55 着） 

 

１－４ プロジェクトの概要 

（１）協力期間：2010 年 10 月 20 日～2014 年 2 月 28 日 

【フィジー】2010 年 10 月 20 日～2013 年 10 月 19 日の 3 年間 

【トンガ】 2011 年 1 月 24 日～2014 年 1 月 23 日の 3 年間 

【バヌアツ】2011 年 3 月 1 日～2014 年 2 月 28 日の 3 年間 

 

（２）相手国実施機関：各国保健省 

 

（３）上位目標 

【フィジー】現任研修の改善により、フィジーにおける地域保健看護師が良質の保健サービ

スを提供できるようになる。 

【トンガ】 トンガにおける保健サービスの質が向上する。 

【バヌアツ】ニーズに基づいて現任研修システムが策定、試行され、全国に拡大される。 
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（４）プロジェクト目標： 

【フィジー】「現場ニーズに基づく現任研修」の仕組みが強化される。 

【トンガ】 「現場ニーズに基づく現任研修」の仕組みが強化される。 

【バヌアツ】パイロット地域において、地域保健看護師に対する現場事情に即したスーパー

ビジョンとコーチング（S&C）のモデルが実施される。 

 

（５）成果： 

【フィジー】 

成果１：「現場ニーズに基づく現任研修」が政策として有効になる。 

成果２：「現場ニーズに基づく現任研修」のための国家標準化されたモニタリング・評価

（M&E）システムが実施される。 

成果３：看護中間管理職パッケージ（現任研修及び学術機関での研修）が開発される。 

成果４：地域看護師に対する全てのタイプの現任研修（他協力機関により実施されるテー

マ・対象者別の研修を含む）の効果的実施に向け、各地方保健局において、研修

計画・実施に係る調整が行われる。 

成果５：フィジー、トンガ、バヌアツ間（もしくは三か国を超えて）プロジェクトの進捗

および成果が共有される。 

【トンガ】 

成果１：「現場ニーズに基づく現任研修」の円滑な実施のために必要な各種ガイドラインが

整備され、使用される。 

成果２：「現場ニーズに基づく現任研修」のために全体の現任研修計画と資金がよりよく調

整される。 

成果３：看護師指導者がS&C及びニーズに基づく現任研修の技術を身に着ける。 

成果４：根拠に基づくキャリア向上支援や後継者育成計画に結びつく国家標準化した「現

場ニーズに基づく現任研修」のモニタリング・評価（M&E）システムが運用され

る。 

成果５：トンガ、フィジー、バヌアツ間（もしくは三か国を超えて）、プロジェクトの進捗

および成果が共有される。 

【バヌアツ】 

成果１：S&Cの試行のフレームワークが策定され、使用される。 

成果２：全州のゾーン看護指導者がS&Cの技術を身につける。 

成果３：パイロット州において、ゾーン看護指導者によってS&Cが定期的に行われる。 

成果４：バヌアツ、フィジー、トンガ間（もしくは三か国を超えて）プロジェクトの進捗

および成果が共有される 
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第２章 中間レビュー調査の方法 
 

２－１ 評価手法 

本評価調査は「新JICA事業評価ガイドライン（2010 年 6 月）に基づき、プロジェクトの進捗状

況及び課題を確認し、プロジェクト終了までの方向性を導き出すことを目的として、以下のプロ

セスにより実施された。 

 

（１）最新のプロジェクト・デザイン・マトリックス〔フィジーPDM Ver. 2（付属資料２）、トン

ガPDM Ver. 3（付属資料５）〕及び活動計画（PO）1に基づき、プロジェクトの投入実績、活動

実績、目的・成果達成状況、発現効果などを調査・確認し、課題等を整理する。 

 

（２）評価５項目（妥当性、有効性、効率性、インパクト、持続性）の観点から、プロジェクト

チーム、フィジー側・トンガ側関係者と共に現時点でのプロジェクトの査定を行う。各項目

の定義については、本章の２－２節を参照のこと。 

 

（３）上記評価結果を基に、今後の活動内容について協議し、PDMの修正及び今後のPOを確認す

る。 

 

（４）プロジェクト目標を達成するための課題、対応策、提言等を含め、合同評価報告書（案）

を作成しフィジー側・トンガ側と協議、必要に応じてフィードバックを反映させる。 

 

（５）上記をプロジェクトの合同調整委員会（JCC）において発表・討議し、その結果をM/Mとし

て取りまとめ、合意する。 

 

情報収集にあたっては評価グリッド（付属資料 7、8）を作成し、それに基づき既存の文献から

必要情報を抽出するとともに、プロジェクト専門家、フィジー側・トンガ側C/P、プロジェクトの

裨益者〔看護指導官（Health Sister：HS）、CHN〕、JICA側関係者等よりヒアリングを行った。また

フィジーでは、中央部、東部、西部地方における地方保健事務所、ヘルスセンター、看護ステー

ション等を訪問し、NB-ISTにかかわる活動の実施状況を把握した2。トンガでは、パイロット地域

であるトンガタプ及びヴァヴァウの保健施設（二次病院、ヘルスセンター、リプロダクティブヘ

ルス・クリニック）を訪問し、NB-ISTにかかわる活動の実施状況を把握した。 

 

２－２ 評価５項目 

本評価において分析のフレームワークとして採用されている「評価５項目」とは、1991 年に経

済協力開発機構開発援助委員会（OECD-DAC）で提唱された５項目から成る開発援助の評価基準

を、技術協力プロジェクトの評価の目的・性質に合わせて応用したものである。その概要は以下

のとおり。 

                                                        
1 POはプロジェクト開始以来改訂されておらずPDM Ver.2と一致していないため、プロジェクトが策定している年間活動計画も

参考資料として参照した。 
2 北部におけるサイト視察は、フライトの欠航により実現しなかった。 
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DAC５項目と技術協力プロジェクト評価の視点 

 DAC５項目の定義 プロジェクト評価の視点 

妥当性 開発援助と、ターゲットグループ・

相手国・ドナーの優先度並びに政

策・方針との整合性の度合い。 

「プロジェクト目標」、「上位目標」は政

府・実施機関・ターゲットグループの政

策・ニーズと合致しているか。 

有効性 開発援助の目標の達成度合いを測る

尺度。 

「成果」によって「プロジェクト目標」が

どこまで達成されたか。 

効率性 投入に対する成果（定性ならびに定

量的）を計測する。 

「投入」が「成果」にどのようにどれだけ

転換されたか。投入の質、量、手段、方法、

時期は適切か。 

インパクト 開発援助によって直接または間接的

に、意図的または意図せずに生じる、

正・負の変化。開発援助が地域社会・

経済・環境並びにその他の開発の指

標にもたらす主要な影響や効果を含

む。 

プロジェクトが実施されたことにより生

ずる直接的、間接的な正負の影響。計画当

初に予想されなかった影響や効果も含む。

持続性 ドナーによる支援が終了しても、開

発援助による便益が継続するかを測

る。開発援助は、環境面でも財政面

でも持続可能でなければならない。

JICAの協力終了後もプロジェクト実施に

よる効果が持続されるか。 

出典：新JICA事業評価ガイドライン 第 1 版及び同書「実践編」第 1 版より作成 
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第３章 プロジェクトの実績と実施プロセス（フィジー） 
 

３－１ 投 入 

３－１－１ 日本側投入 

（１）専門家派遣 

これまでに延べ 15 名の日本人短期専門家が合計 56.47MM派遣されている。専門分野、派

遣日数等の詳細は、付属資料 1 に含まれる「英文合同レビュー報告書（JER）」のAnnex 4

を参照のこと。 

 

（２）機材供与 

コンピュータ、プリンター、コピー機等の事務機器を供与しており、その総額は 990 万

705 円。詳細はJERのAnnex 4 を参照のこと。 

 

（３）現地活動費 

研修活動やツールの作成に関し、3,248 万 1,535 円（73 万 3,781FJD）が支出されている。 

 

３－１－２ フィジー側投入 

（１）C/Pの配置 

人事異動等で交代した人員を含め、これまでに総計 25 名がC/Pとしてプロジェクトの活

動に関与しており、そのほとんどはMOHの職員である。そのほか、C/Pと位置づけられては

いないが、プロジェクトの設立したワーキング・グループ（Working Group：WG）のメンバ

ーとして活動に貢献している者もいる。 

 

（２）土地・建物・施設 

MOH内に十分な広さをもつプロジェクト事務所が設置されている。事務机、椅子、キャ

ビネット等の家具もあわせて提供されている。 

 

（３）ローカルコスト負担 

C/Pの人件費や出張関連費用、プロジェクト事務所の光熱費のほかに、研修活動に関連す

る費用として 9,576FJD（42 万 3,891 円）が提供された。 

 

３－２ 実 績 

３－２－１ 活動と成果の実績 

成果の達成度はPDMに定められている指標をモニターすることによって測られるが、本プロ

ジェクトの指標には数値が採れないものもあったため、活動の実施状況等も勘案しつつ、実績

を査定する必要があった。以下に各成果の達成状況を、活動の進捗と指標データの推移に分け

て述べる。 

 

（１）成果１：「現場ニーズに基づく現任研修」が政策として有効になる。 

本成果は、前プロジェクトによるNB-ISTの効果を「インパクト調査」により証明し、そ
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れをエビデンスに「定期的なスーパービジョンとコーチング（S&C）＋ニーズに基づく現

任研修（NB-IST）」のパッケージを国家政策として確立することを意図するものである。本

成果下の活動の進捗状況は以下のとおり。 

 

活 動 

計画時期3 

進捗状況・今後の計画 
PO 

年間計画 

（進捗報告書

2011 年 9 月の

添付資料２）

1-1. 

「現場ニーズに基

づく現任研修」のイ

ンパクト調査をデ

ザイン・モニタリン

グ す る ワ ー キ ン

グ・グループを結成

する。 

2010年10～ 

11 月 

- ・2010 年 11 月に、中央レベルの現任研修調整官を中心と

する「インパクト調査ワーキング・グループ（WG）」と、

MOH看護局長をリーダーとする「政策設計WG」が結成

された。 

1-2. 

中央地方の「現場ニ

ーズに基づく現任

研修」のインパクト

調査を実施し、その

結果を発表する。 

2010年12月 

～ 

2011 年 3 月 

- ・2010 年末から 2011 年第 1 四半期にかけて、ベースライ

ン調査がフィジー国立大学医学・看護学・健康科学部

（CMNHS）に委託する形で実施された。前プロジェクト

のインパクトは、その対象となっていた中部地方とそれ

以外の地方のデータを比較分析することで測定された。

・調査結果はWG内で検討され、その後第 2 回JCC及び地方

レベルのステークホルダーの情報共有の場である

Divisional Plus会合における発表を通じて、中央及び地方

の関係者と共有された。 

1-3. 

「現場ニーズに基

づく現任研修」のた

めの政策をインパ

クト調査の分析結

果に基づきデザイ

ン、提案する。 

2011 年 5 月

～ 

2012年 5月 

 

 

2011 年 9 月～

2012 年 12 月 

・インパクト調査では、前プロジェクトにかかわった中部

地方保健事務所の関係者の多くが 2009 年に離職した影

響もあり、今日における前プロジェクトのインパクトは

限定的であることが明らかになった。またNB-ISTはMOH

の職員を対象に行われる多種多様なISTのうち、極めて限

定的な部分を扱っているため、単独のNB-IST政策の策定

をめざすより、改訂期にある「国家研修政策（NTP）」に

NB-ISTの意義・方策を反映させる方が現実的であるとの

判断から、NTP改訂を管轄する国家研修委員会（NTC）

に看護局長と中央レベルの現任研修調整官（ISTC）が、

またNTP改訂作業部会に日本人専門家が参加して、政策

化の作業を進めている。 

・プロジェクトはMOHが作成する「改訂NTPの運用のため

のStandard Operating Procedure（SOP）」の策定にも、右作

業部会を通じて技術的に貢献している。 

1-4. 

「現場ニーズに基

づく現任研修」政策

実施のため、地方保

健局関係者に対し

研修を実施する。 

2012 年 6～

7 月 

 

2013 年 1～2 月

～10 月 

・現段階では未実施。改訂NTPの承認後に、中央及び地方

の関係者を対象にオリエンテーションを実施する予定で

ある。 

                                                        
3 2011 年 6 月にPDM改訂が行われたが、POは改訂されなかったため、2010 年 5 月に署名済のものを用いている。そのため、プ

ロジェクトが毎年独自に作成している年間計画を併記した。 
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本成果の指標からみる達成状況は以下のとおりである。 

 

指 標 現 状 

「現場ニーズに基づく現任研修」政策が策定・

発効され、全国に周知される。 

「現場ニーズに基づく現任研修」の概念を反映した「国家研

修政策」が策定されつつある。 

 

NTPの改訂草案は、2012 年 10 月のNTC定例会を経て、同年同月に開催予定のMOHの最高

レベルの意思決定機関である国家保健執行委員会（National Health Executive Committee：

NHEC）における承認をめざしている。政策が承認されたのちには、関係者に対するオリエ

ンテーションも計画されていることから、本成果はプロジェクト終了時までに達成される

と見込まれる。 

 

（２）成果２：「現場ニーズに基づく現任研修」のための国家標準化されたモニタリング・評価

（M&E）システムが実施される。 

フィジーの保健セクターにおいては、モニタリング・評価（M&E）の概念自体が比較的

新しく、多種多様なISTに関しても、その実施状況や効果に関するM&Eの仕組みは確立され

ていない。成果２においては、CHNを対象としたNB-ISTメカニズムにおける各活動の実施

状況を、効率的かつ的確に把握するために、全国共通のシステムを導入することをめざし

ている。 

現時点における活動の進捗は以下のとおり。 

 

活 動 

計画時期 

進捗状況・今後の計画 
PO 

年間計画 

（進捗報告書

2011 年 9 月の

添付資料２）

2-1. 

「現場ニーズに基

づく現任研修」の

M&Eガイドライン

およびツールをデ

ザイン・作成する。 

2011 年 1～

2 月 

 

 

2010 年 12 月～

2011 年 10 月 

・ M&Eツール：地域から地方、地方から中央への各種報告

書式（JER Annex 6 参照）が、中部地方での試用を経て

作成され、2012 年 5 月より段階的に全国に導入された。

現在はまだ試用期間であり、今後現場からのフィードバ

ックを得て、2013 年 2 月頃までに最終化され、同年 4 月

に予定されているNHECの定期会合においてMOHの公

式なツールとしての承認を得る計画である。この承認を

受けることにより、その後の印刷・配布はMOHが行うこ

とになる。 

・ M&Eガイドライン：上記ツールの最終化を待ち、作成に

着手する予定である。 

2-2. 

M&E実施に向け、

地方／地区看護師

長に対する研修を

実施する。 

2011 年 3～

4 月 

2012 年 3～7 月 ・現在試用中の報告書式の使い方に関する研修は、各地方

において 2012 年 5 月から 8 月にかけて順次行われた。

本プロジェクトの対象となっているHS53 名中 36 名が同

研修を受講している。同研修に参加できなかった東部地

方 3 地域のHSに対しては、東部地方の看護師長（DHS）

とISTCによる現地訪問指導の折に、個別に指導すること

で対応を進めている。 

・ M&Eツールの最終化後、必要に応じて再度研修を行うこ

とが計画されている。 
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2-3. 

地方保健局事務所

定例会や看護指導

官年次会合におい

て、M&Eの実績を

検討する。 

2011 年 5 月

～ 

2012 年 10 月、

2013 年 10 月 

・2012 年末に実施される予定。 

 

 

指標からみる成果の達成状況は次表のとおり。 

 

指 標 現 状 

期限内に地区から地方、地方から国レベル

に提出されたM&E報告書の割合。 

提出期限が明確に規定されていない報告書があり、また本指標の

情報源となるM&Eデータベースも未整備であるため、本指標に関

するデータは現時点では入手不可能である。 

 

指標であるM&E報告書〔「NB-ISTの仕組み」の各活動（能力評価（CA）、S&C、NB-IST）

の報告書式〕は、試用開始後まだ間もないため、現在までに提出された数は少ない。また

現時点では「現場の情報を地方、中央レベルまで吸い上げること」に重点が置かれており、

収集されたデータの分析・活用は地方、中央レベルともに限定的である。本成果を達成し

定着させるには、各レベルにおいて集積されるデータの活用方法の指導や、エクセル等を

使用した簡易なM&Eデータベースの構築等を行い、現場におけるデータの有用性に関する

理解や利便性を促進することが必要と思料される。 

 

（３）成果３：看護中間管理職パッケージ（現任研修および学術機関での研修）が開発される。 

本成果では、当初フィジー国立大学医学・看護学・健康科学部看護学校（Fiji School to 

Nursing：FSN）においてHSを対象とした長期の研修コースを開設することが計画されてい

た。しかし、FSNがフィジー国立大学（Fiji National University：FNU）の一部となりMOHか

ら教育省に移管されたこと、また少人数の長期研修では現場のニーズに対応しきれないこ

となどから、FSNにおける長期コース開設はカリキュラム策定等に関する技術的な支援にと

どめ、看護中間管理職の能力強化はHSをターゲットとした短期の研修コースによって図る

方針に変更された。HSの養成・能力強化はプロジェクト終了後も継続的に行われる必要が

あるため、本成果は研修をパッケージ化することをめざしている。活動の進捗状況は次表

のとおり。 



 

－12－ 

 

活 動4 

計画時期 

進捗状況・今後の計画 
PO 

年間計画 

（進捗報告書

2011 年 9 月の

添付資料２）

3-1. 

看護中間管理職の

養成のためのワー

キング・グループを

結成する。 

2011 年 1～

2 月 

 

2010 年 10 月 ・ワーキング・グループ（WG）は 2010 年 11 月に結成さ

れた。その後 2011 年 2 月にフィジー国立大学（FNU）

の職員を中心としたものに改編されている。 

3-2. 

「現場ニーズに基

づく現任研修」の観

点から看護中間管

理職の養成のため

の研修カリキュラ

ムを見直し、再策定

する。 

2011 年 5～

6 月 

2011 年 2～3 月

～9 月 

・ FSNにおける大卒ディプロマコースの概要及び 8 つの研

修モジュールのアウトラインが策定され、FNUの承認が

得られている。 

・ FSNは新たに講師 1 名を雇用し、モジュールの詳細策定

と教材の作成を進めている。 

3-3. 

看護中間管理職の

役割・機能を改変す

る。 

- 2011 年 8～11

月 

・ 地区看護師長（SDHS）及びHSの実際の職務内容を洗い

出し、それを反映した一般的な職務記述書（PD）が作成

された。これは看護中間管理職の実務内容に基づいた研

修を確立するための 1 ステップであり、看護中間管理職

の役割・機能を改変しようとするものではない。 

3-4. 

看護中間管理職の

能力チェックリス

トを策定する。 

- 2011 年 9～11

月 

・上記に基づき、当該WGがHSの能力チェックリストを策

定中。2013 年 5 月までに完成する予定である。 

・本チェックリスト及び能力査定のためのツールは、以下

3-5 で策定中のHSのためのハンドブックの一部として統

合することが検討されている。 

3-5. 

既存の S&Cに関す

るガイドライン及び

ツールに管理・コミュ

ニケーション・リー

ダーシップに関する

スキルを盛り込む。 

- 2012 年 1～12

月 

・ 前プロジェクトにおいて作成した「現任研修マニュア

ル」を基にした「HSのためのハンドブック」の作成が進

められており、2013 年 5 月頃には完成する見込みであ

る。 

3-6. 

現職および将来の

看護中間管理職に

対する研修を行う。 

2011 年 6 月

～ 

 

2012 年 1～2 月

～プロジェク

ト終了まで 

・ 長期研修：FNSは大卒ディプロマコースの開講を2013年

1月に予定しており、学生の募集も始まっている。開講

に向けた技術的な準備が全体的に遅延しているほか、現

職の看護管理職が休職して受講することになるため、奨

学金等の待遇が現段階の懸念事項であることが報告さ

れている。 

   ・短期研修：パッケージ化には至っていないが、プロジェ

クトはHSの能力強化のために以下の研修を実施した。 

   ‐S&C 研修：ほとんどの現職HSがS&Cの知識・技術を

もち合わせていなかったため、S&Cツールの完成を待

たずに独立した研修として実施。 

   ‐S&Cツール（スーパービジョンのチェックリスト及びコ

ーチングの記録用紙）の使用方（活動2-2と同時実施）

    

                                                        
4 和文のPDM Ver. 2 が作成されていないため、3-3 以降は英文バージョンより仮訳。 
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   ・ 活動3-4で作成中のチェックリストの最終化後に、その

使用に関するオリエンテーションを実施予定。 

 

指標からみる成果３の達成状況を次表に示す。 

 

指 標 現 状 

研修を受講した看護

中間管理職の人数 

長期研修：開講に至っていないためゼロ。 

 

短期研修：53 名のSDHS及びHSのうち、本プロジェクトが実施した「NB-ISTSの仕組み」

の各要素に関する研修の受講人数は次表のとおり。 

 

能力基準 スーパービジョン コーチング NB-IST IST履歴 M&E 

41 41 41 30 36 36 
 

 

本成果の達成状況の査定には、現在指標とされている研修受講者数のほかに、パッケー

ジ化された研修の数・内容を精査する必要があるが5、本調査の時点ではパッケージ化をめ

ざす活動・議論には着手されていなかった。 

しかし、これまでの各研修で使用した教材等を整理し、指導マニュアルを作成すること

で、パッケージ化は比較的容易に可能であると思われる。さらに、HSのPDやCSとそのチェ

ックリスト、成果２や３で策定中の報告書類や各種ハンドブックなど、中間管理職が職務

を遂行する際に有用なツールをまとめ、研修パッケージとともに、今後人材育成・管理を

担う機関6や部局に対し、プロジェクト期間内で可能な限りのハンドオーバーを進めていく

ことが有用であると思われる。 

 

（４）成果４：（地域看護師に対する全てのタイプの現任研修（他協力機関により実施されるテ

ーマ・対象者別の研修等を含む）の効果的実施に向け、）各地方保健局において、

研修計画・実施に係る調整が行われる7。 

本成果においては、当初は各地方の研修委員会（Divisional Training Committee：DTC）を

強化することで、ISTの調整8を向上させることが意図されていた。しかしDTCは研修の調整

機能をもたないことが判明し、以後国レベルに 1 名、4 地方に計 3 名配置されているISTC

の機能と能力を強化することで、CHNのISTの調整を図ることに方針が転換されている。同

時に、個々人の研修履歴データを蓄積するシステムの設立が、研修対象者の適切かつ公平

な選抜に必要として活動に加えられた。 

活動の進捗は次表のとおり。 

                                                        
5 2011 年 6 月のPDM改訂において成果３の内容は大幅に変更されたが、指標の改訂が伴わなかったため、現在の指標と成果の

内容との間に齟齬が生じている。 
6 2013 年に導入される看護師免許の更新制度において、更新に必要な研修を行う主要機関のひとつとしてフィジー看護協会の

下に看護カレッジ（Fiji College of Nursing）が設立されつつあり、今後巻き込みを図るべき機関のひとつと考えられる。 
7 英文PDMにおいては“All types of IST for CHNs are adequately coordinated at divisional level.” 
8 「調整」が具体的に何を指すのか、プロジェクト内の見解は必ずしも統一されていないが、大まかには①他の研修と日程が重

複しないこと、②研修の内容と受講者の職務内容・技能レベルが一致していること、③研修機会が特定の個人に偏らないこ

と、研修内容・目的に合致した講師が派遣されることなどが調整業務と認識されている。 
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活 動9 

計画時期 進捗状況・今後の計画 

PO 

年間計画 

（進捗報告書

2011 年 9 月の

添付資料２）

 

4-1. 

中央および各地方

の現任研修調整官

と地方看護師長の

役割及び機能を強

化する。 

 

‐ 

 

2011 年 8 月～

2012 年 12 月 

・ ISTCポストの正式化：ISTCとしては国・地方レベル

の双方で専属の職員が配置されているが、これらは

MOHの正式なポストではないため、その将来も不安定

である。役割・機能の強化には、ポストの恒久化が望

ましいが、国の政策により公務員の新ポスト創出は現

時点では不可能である。プロジェクトは増員すること

なく同ポストを正式化するために、MOH内部における

協議・アドボカシーをJCCやNTCを通じて行っている。

・職務記述書：ISTCの職務内容を明確にすることは、

ポストの正式化に向けて必要不可欠であると同時に、

任命されたISTCが期待されている役割を効率的に果

たすためにも重要であることから、プロジェクトによ

りPDの策定が行われている。調査時において各ポスト

のPDはほぼ完成しており、今後細部を調整した後に、

人事課を通じてMOHの人事委員会（Staff Board）に提

出され、承認を得る予定である。 

4-2. 

現任研修履歴のデ

ータベースを設立

する。 

‐ 2011 年 9 月～

2012 年 6 月 

・個々人が受講した研修を記録するブックレットと、

ISTCが管理するデータベース及びそのマニュアルよ

り成るIST履歴の記録・管理システムが整備されつつあ

る。エクセルを使ったデータベースは中部・東部地方

のISTと海外青年協力隊（JOCV）が協働して作成し、

2012 年 3 月より全地方に導入された。以来各ISTCは個

別の方法で情報を入力・アップデートを行っている。

・MOHで構築されつつある人事情報システムとのリン

クが検討されているが、利便性を確保するために、現

時点では別箇のシステムとして稼働させている。 

 

以下は成果４の指標とその現状である。 

 

指 標 現 状 

計画されたニーズに基づく現任研修の 80％

が実施される。 

各地方におけるNB-ISTの年間計画化10は 2012 年に開始された

ばかりであり、現段階ではその実施率は不明。 

 

すべてのISTの効果的な実施をめざす本成果に対し、指標はNB-ISTの計画に対する実施率

となっており、本成果が達成すべきものが何なのかが不明瞭である。また、ISTの効果的な

実施を阻害する主要な要因のひとつには、中央レベルで企画される多数のISTの時間的及び

対象者の重複があり、これは計画されている活動では対処しきれない事項である。こうし

た状況下で、プロジェクト目標の達成に向けて、本成果で何を創出しなければならないの

か、そのためにはどのような活動が必要なのかを再度整理・検討することが必要であると

思われる。 

                                                        
9 和文のPDM Ver. 2 が作成されていないため英文バージョンより仮訳。 
10 HSがNB-ISTの年間プロポーザルを作成し、各地方のISTCがそれを年間計画に取りまとめている。 
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（５）成果５：フィジー、トンガ、バヌアツ間（もしくは三か国を超えて）、プロジェクトの進

捗および成果が共有される。 

本プロジェクトはフィジー、トンガ、バヌアツを包括する広域協力案件であり、地域リ

ソースの活用と経験の共有による学習を目的として、次表の活動が 3 カ国合同で実施する

ものとして織り込まれている。そのほか、プロジェクトはニューズレター、ウェブサイト

を通じて情報の発信を行っている。本成果下の活動の実施状況は以下のとおり。 

 

活 動 

計画時期 

進捗状況 
PO 

年間計画 

（進捗報告書

2011 年 9 月の

添付資料２）

5-1. 

3 カ国のプロジェ

クトチームによる

電話、テレビ会議を

実施する。 

2011&2012

年の2月･8月

と2013年2月 

2011年 2月&10

月、2012 年 2

月・8 月と 2013

年 2 月 

・テレビ会議が 2011 年 2 月と 11 月の 2 回、JICAのテレビ

会議施設を利用し、フィジーの看護部長（DNS）を議長

として実施された。それぞれの参加者はJICA関係者を含

め 15 人と 19 人であった。 

5-2. 

トンガ、バヌアツの

カウンターパート

を対象としたフィ

ジーにおける第三

国研修を実施する。 

2011&2012 

年 7 月 

2011 年 8 月、

2012 年 9 月 

・ 2011年 8月にフィジー中部地方において 5日間のNB-IST

に関するワークショップ型研修が、フィジー及びトンガ

から各 4 名、バヌアツから 5 名の参加者を得て開催され

た。 

・2012 年 8 月には 2 回目の研修として、3 日間の研修ワ

ークショップを実施、フィジー5 名、トンガ 7 名、バヌ

アツ 6 名の計 18 名が参加した。 

5-3. 

フィジーのカウン

ターパートを第三

国専門家としてト

ンガやバヌアツに

派遣する。 

2011&2012 

年 10 月 

2011 年 6 月、11

月、2012 年 9～

10 月、2013 年 10

月 

・ 2011年 6月と 2012年 5月に国家現任研修調整官（NISTC）

がバヌアツに派遣され、CSの策定支援及びS&Cに関する

情報の共有を行った。 

・ DNS及びNISTCを 2011 年 11 月に 5 日間トンガに派遣し、

HSを対象としたS&C研修の補佐等を行った。 

5-4. 

プロジェクトの進

捗や成果を国際会

議の場で発表する。 

2011年1月、 

4 月、2012& 

2013 年 4 月 

2011年1～2月、

2012 年 3 月、

2013 年 3 月、

2014 年 3 月 

・2011 年 2 月の大洋州保健人材同盟（PHRHA）会合にお

いて、プロジェクトの概要を発表。同年 8 月の大洋州諸

国保健リサーチシンポジウム（FNU主催）ではベースラ

イン調査の結果を発表した。 

 

 

成果５の指標に係る実績は以下のとおり。 

 

指 標 現 状 

5-1. テレビ・電話会議の数 2 回 

5-2. 国際会議での発表回数 2 回 いずれも日本人専門家による。 

 

C/Pからの聞き取りでは、テレビ会議や広域研修は経験の共有の場となるほか、他国のモ

デルとなっていることを認識することで、国内における活動の実施により一層努力すると

いうモチベーションの向上につながっていることが確認された。 
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（６）その他PDMにない活動 

 HSの能力の定着のために、プロジェクトは「研修後訪問指導（Post-training Supervisory 

Visits）」を支援している。これは研修を受けたHSが管轄下のCHNを訪問する際に、DHS

とISTCが同行して、研修成果を確認すると同時に個別のフォローアップを行うものであ

る。 

 NB-ISTに係る活動（CA、S&C、NB-IST）の実施状況をプロジェクト開始当時と比較す

るための「中間調査」が 2012 年 6 月に実施された。さらに、エンドライン調査が 2013

年に計画されている。 

 

３－２－２ プロジェクト目標の達成見込み 

（１）プロジェクト目標：「現場ニーズに基づく現任研修」の仕組みが強化される。 

本レビューにおいては、以下の事情からプロジェクト目標の達成度を指標より測ること

は困難であった。 

１）「NB-ISTの仕組み」は①能力基準に基づいたS&C、②現任研修のニーズの特定、③

「NB-IST」の計画と実施、④全プロセスのM&Eの 4 要素から構成されるものとPDM上で

定義されているが、設定されている指標（下表参照）は①にのみ関連するものであり、

②～④の実施状況や強化の度合いは測ることができない。 

２）指標１に関しては「カバレージ」の定義が不明確であり、指標２においても「『現場ニ

ーズに基づく現任教育』ガイドラインの基準」が設定されておらず、そのどちらに関し

ても、プロジェクト内にも統一された見解がない。 

３）これらの指標の情報源とされるM&Eデータベースが、本調査の時点では未構築であった。 

 次表は参考までに、現在設定されている指標に類似のものを、現存するデータより抽

出したものである。これらはベースラインデータと比較できるものではないため、プロ

ジェクト開始時からの推移は不明である。 

 

指 標 現 状 

1. 

能力基準評価のカバレージ

が上昇する11。 

2012 年 1 月から 5 月までの間に、所定のチェックリストを使ったCAを受けた

CHNの割合 

 

中 部 東 部 北 部 西 部 

93％ 10％ 35％ 35％ 
 

2. 

訪問指導の回数12が「現場ニ

ーズに基づく現任教育ガイ

ドライン」の基準を満たす。 

2012 年 1 月から 5 月の間に 1 度でも訪問指導を受けた保健施設の割合 

 

中 部 東 部 北 部 西 部 

85％ 60％ 46％ 46％ 
 

 

                                                        
11 PDM Ver. 2 の和訳がないため仮訳。 
12 訪問指導の実施を阻む一番の要因として挙げられているのは、交通手段の確保である。交通手段の支援は本プロジェクトの

スコープ外であることから、本指標の適切性は再検討される必要がある。 
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3. 

スーパービジョン・コーチン

グ（S&C）に対する地域看護

師の満足度が上がる。 

担当HSによる訪問指導に関し、「大変満足」または「満足」と回答したCHNの

割合 

 

 中 部 東 部 北 部 西 部

中間調査 

（2012 年 6 月実施） 

15 名中

11 名 

6 名中 

5 名 

9 名中 

9 名 

15 名中

11 名 

 

担当HSによるコーチングに関し、「大変満足」または「満足」と回答したCHN

の割合 

 

 中 部 東 部 北 部 西 部 

中間調査 

（2012 年 6 月実施） 

10 名中 

8 名 

6 名中

6 名 

8 名中 

7 名 

12 名中

6 名 
   

 

 

 指標からプロジェクト目標の達成度を測ることは不可能であったが、成果１～３がそ

れぞれ「NB-ISTの仕組み」を支える要素であることから、成果の発現が進むにつれプロ

ジェクト目標である「『現場ニーズに基づく現任研修』の仕組みの強化」に関しても一

定の進捗がみられるものと期待される。 

 

３－３ 実施プロセスの検証 

本プロジェクトの実施プロセスは、以下に述べるプロジェクトの計画及び運営管理体制に起因

する条件により大きく影響を受けた。 

 

３－３－１ プロジェクトの計画に起因するもの 

（１）前プロジェクトの効果 

本プロジェクトは、前プロジェクトがパイロット地域に「NB-ISTの実施モデル」を確立

したとの前提で、それを全国展開することを支援するデザインとなっている。しかし実際

は、前プロジェクトではNB-ISTの実施につながる一連の活動を試行したものの、他地域に

そのまま導入できるようなモデルとして確立するには至っていなかった。また、前プロジ

ェクトで育成した人材の大半が、本プロジェクト開始時には離職していたこともあり、

「NB-ISTの仕組み」に対する現場の認識は希薄であった。そのためプロジェクトは、「NB-IST

の仕組み」に対する理解を喚起するところから始めなければならず、当初の計画の遅延と

投入の増加を引き起こした。 

 

（２）PDM 

本来PDMは、プロジェクトが「何」を「いかに」「どこまで」達成しようとしているのか

を理論的に明示するツールであり、特に本プロジェクトのようにその目的が抽象的な「シ

ステム・能力の強化」である場合、適切な指標等を用いることでプロジェクトの「着地点」

を明確にすることが重要である。しかし既述のように、本プロジェクトのPDMにはあいま

いな表現や不適切な指標13のほか、そのロジックに関しても不明瞭な点が多く、プロジェク

                                                        
13 指標が「活動」であったり、同一の指標が成果レベルとプロジェクト目標レベルで使われるなど。 
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トが何をいかに達成しようとしているのかが不明瞭な構成となっており、関係者間のビジ

ョンの共有を困難にしている。 

 

３－３－２ プロジェクトの運営管理に関する特記事項 

（１）PDMへの対処 

上記のように、当初のプロジェクトデザインが想定の段階で作成されたことからあいま

いであり、また前プロジェクトの効果がフィジー側の関係者の早期退職等により想定され

ていたレベルよりかなり低い状態であることがプロジェクト開始後に判明したが、プロジ

ェクトが期間内に達成しようとするものやその手段を明確化し共有するための十分な協議

は行われなかった。2011 年 6 月のPDMの改訂の際に14、幾つかの成果及び活動の見直しは

行われているが、計画全体における不明瞭さは解決されておらず、本調査時における日本

人専門家やC/Pのプロジェクトに関する理解も、必ずしも統一されたものではなかった。協

働作業のめざすものに関する認識が一致していないことは、プロジェクトの効率性やオー

ナーシップの醸成にも影響を与えていると推察される。 

 

（２）コミュニケーション 

日本人専門家とフィジー側C/Pとの間のコミュニケーションには、一見特筆すべき問題は

ないように見受けられる。JCCや 1～1.5 カ月周期で開かれるマネジメント会議など、プロ

ジェクトとしての意思決定の仕組みは整備されており、またプロジェクト事務所がDNSや

ISTCのオフィスと隣接している利便性からも、細かな協議は必要に応じて常時行われてい

る。しかしC/Pとの面談では、「些細な」懸念や疑問点はあえて協議に持ち出していないこ

とも確認され、日本人専門家はこうしたフィジーの文化的特性に十二分に配慮したプロジ

ェクト運営を行う必要性が示唆された。 

 

（３）実施体制 

本プロジェクトはフィジーのほかトンガ、バヌアツにおける関連事業を包括する広域プ

ロジェクトであり、関与する日本人専門家は 15 名に上っている。チームが複数の組織の集

合体であり、その全員が短期専門家として 1～3 カ国に出入りを繰り返す「シャトル型」で

実施されており、全員が会する機会がほとんどないことからも、チーム内及びC/Pとの情報

及び認識の共有に関しては非常にチャレンジングな体制となっている。日本人専門家の間

では四半期ごとのスカイプ会議により情報の共有が図られているほか、2011 年からは日本

側の協力機関は費用自己負担でチーフアドバイザーをフィジーに常駐させることで、プロ

ジェクトの実施・管理に継続性をもたせる努力が図られているが、専門家の人数を絞るこ

とも選択肢のひとつとして検討の余地があると思われる。 

 

（４）モニタリング体制 

今回の中間レビューにおいて指標データの多くが入手できなかったことからも、プロジ

ェクトのモニタリング体制の強化は急務である。各地方における活動の進捗状況は、不定

                                                        
14 2011 年 6 月の PDM 改訂に際しては、プロジェクトと JICA との間の協議は行われていない。 
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期の現地訪問、または必要に応じてその都度C/Pに尋ねることによって把握しており、効率

的なモニタリングとはいい難い。これは今まで活動の実施に重点を置いたプロジェクト運

営がなされていたためと思われるが、少なくともPDM上の指標データを定期的にモニター

するシステムを早急に構築すること、また活動が成果の発現に連動していることを意識し

たプロジェクト運営が望まれる。 

 

（５）ステークホルダーの巻き込み 

関係者の巻き込みには非常に注意を払ったプロジェクト運営が行われている。プロジェ

クトの活動を 5 分野15に分け、それぞれに関して組織したフィジー側C/Pと日本人専門家か

ら成るWGを中心に活動を進めている。また、MOHの人事部研修課など、当初はC/Pとされ

ていなかった部局でも、必要に応じてJCCのメンバーまたはオブザーバーに任命することで、

プロジェクトへの関与を引き出している。こうした努力により、人事管理やMOHとしての

研修管理システムとのリンクが確立され、持続性の強化にもつながっている。 

フィジーの保健セクターにおける主要な開発パートナー（DP）は、フィジー保健セクタ

ー支援プログラム（Fiji Health Sector Support Programme：FHSSP）を 2011 年より 5 年間の予

定で実施中のオーストラリア国際開発庁（AusAID）と保健システム、特に保健情報システ

ム（Public Health Information System：PHIS）の強化を支援している世界エイズ・結核・マ

ラリア対策基金（GFATM）16である。これらのDPと本プロジェクトは、双方の会合への参加

や個別のミーティングなどの手段で情報共有を促進するとともに協働の機会を探っている。

本プロジェクトの効果の持続には、PHISや人事管理制度などの整備・強化が不可欠である

ため、保健システム強化を支援するこれらのDPとの関係を強化し、MOHも交えて本プロジ

ェクトの終了後の体制についても協議を行うことが望ましい。 

 

（６）青年海外協力隊（JOCV）との協調 

中・東部、北部、西部地方の各保健事務所DHSをC/Pとして隊員が 1 名ずつ配属されてお

り、地域保健の強化に協力している。隊員は着任後間もなく本プロジェクトに関するブリ

ーフィングを受け、その後JCCにオブザーバー参加するなどして、プロジェクトとのコンタ

クトを保っている。活動 4-2 におけるエクセルを使用した研修履歴データベース及びそのマ

ニュアルは、ISTCとJOCVの協働の産物であり、現場におけるDHS及びISTCに対する直接的

な事務的・技術的な補佐は、プロジェクトの進捗にも大きく貢献している。 

 

                                                        
15 インパクト調査、S&C、看護中間管理職の研修コース、M&E、政策デザイン。 
16 MOHが受入責任機関となっており、省内に設けられた専門部局（Grant Management Unit）が管理を行っていることから、頭

文字をとってGMUと呼称されることが多い。 
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第４章 評価結果（フィジー） 
 

４－１ 妥当性 

以下の事由から、一定の妥当性が認められる。 

 

（１）政策面 

現行の「フィジー国保健セクター戦略計画（2011～2015 年）」は、ヘルスプロモーションや

疾病予防、早期治療、住民の地元でのサービス提供等、プライマリー・ヘルス・ケア（Primary 

Health Care：PHC）の充実や医療人材の継続的な能力強化を重点課題として挙げており、効果

的なISTの実現を通じてその担い手であるCHNの能力強化に貢献する本プロジェクトは、フィ

ジーの政策に合致している。わが国の対フィジーの援助方針にも、保健や教育などの社会サ

ービスと環境や疫病などの世界的課題が戦略的支援分野として挙げられており、本プロジェ

クトは日本の援助方針に照らしても妥当である。 

 

（２）フィジーのニーズ 

2009 年に管理職の多くが退職し、保健行政におけるマネジメント能力が大きく低下してい

た状況下で開始された本プロジェクトは、新任の中間看護管理職の能力強化を図りその職務

遂行を支援するものとして、保健行政上直面していた喫緊のニーズに合致したものであった。

また、前プロジェクトの成果は、既述の理由により喪失しかねない状況にあったところ、本

プロジェクトの開始はタイムリーなものであったといえる。 

本プロジェクトは、保健スタッフのモチベーションを向上させることによってサービスの

質の向上を図る「サポーティブスーパービジョン」と概念が共通であり、現在フィジー国の

保健セクターにおいて一大課題として認識されている「カスタマー・ケア」の向上にも資す

るものである。 

フィジーでは、2013 年より看護師の資格更新制度が導入されることになっており、看護師

はライセンスの更新のために毎年一定のISTを受講することが必要となる。現在そのための制

度づくりが進められているが、本プロジェクトの成果品である研修履歴データベースや研修

パッケージは、この新制度の運用に大きく貢献するものである。 

 

４－２ 有効性 

第３章３－２節及び３－３－１項において考察したように、本プロジェクトのPDMにおいては、

プロジェクト目標や成果の文言やロジック、設定された指標等については現状を見据えたうえで

の見直しが必要であることから、現時点で有効性を議論することは困難である。成果１～３はプ

ロジェクト目標である「NB-ISTの仕組みの強化」に資するものと考えられるが、成果４（すべて

の現任研修の地方レベルにおけるコーディネーション）のプロジェクト目標に対する位置づけは

不明瞭であり、その指標からは、むしろプロジェクト目標が達成された結果発現するものととら

えることができる。こうしたデザイン上の混乱を整理し、プロジェクトが「何」を「いかに」「ど

こまで」達成しようとしているのかを明確にすることが必要である。 

広域協力案件としての有効性は、フィジーの経験から学ぶ側のトンガにおける調査結果を待た

なければならないが、フィジーでは他国の「モデル」となることで自国の経験を再検証し、本プ
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ロジェクトの意義を再確認する機会になっていることが報告されている。また、他国を指導する

立場を意識したC/Pのモチベーションが上がり、活動の推進力にもなっていることも確認された。 

フィジーでは地域看護の間における人事異動も多いことにかんがみると、本プロジェクトは対

象に臨床看護師を含めることによって、その有効性は増大すると推定される17。 

 

４－３ 効率性 

現在非常に多くのISTが行われているなかで、なおざりにされている現場のニーズがどれだけ存

在するのか、そのニーズを満たすことがサービスの質の向上にどれだけつながるのか、そのため

にどれだけの投入を行うのが妥当なのか、効率性を議論するにあたって考慮すべき点であると思

われるが、短期間の中間レビュー調査で精査することは不可能であった。また、システムの強化

という成果のみえにくい事業の効率性を議論するのは、投入量と成果量の適切性を客観的に判断

する基準がないことからも困難であるが、本プロジェクトの効率性が抑制されていることを示す

事例を以下に挙げる。 

まず、本プロジェクトの直接裨益者は、53 名のHSであり、これは非常に限られたグループであ

る。直接裨益者の監督下にあるCHN855 名（2012 年現在）にプロジェクトの効果は共有されるも

のの、数字上の効率性は制限されたプロジェクトデザインとなっている。 

活動の実施にあたっては、前プロジェクトの成果の持続が限定的であったため、その補強のた

めに計画外のNB-ISTに関する研修を行う必要が生じたこと、また、これはまさに本プロジェクト

の中心的課題でもあるのだが、本プロジェクトが行う研修と同日程で対象者を同じくする別の研

修が外部のステークホルダーによって組まれたため、本来の研修に十分な時間がかけられず、結

局再度研修をやり直さざるを得なかったことなどが報告されている。効率性の上昇のためには、

地方保健所に設置されているテレビ会議の設備を利用することで研修にかかる時間と費用が削減

される可能性が指摘された。 

また前述のように、日本人専門家やC/Pの間でプロジェクトのビジョンが必ずしも共有されてお

らず、「腹を割った」コミュニケーションがされていないことも、プロジェクトの効率性に一定の

影響を与えていると思われる。 

本案件はフィジーをベースにトンガ、バヌアツへの協力を行っており、広域案件としての効率

性が期待されているが、詳細なデータはないものの、想定されたほど広域案件としての効率性は

高くないと思われる。当初は日本からシャトル型で派遣される専門家が、3 カ国を順に回って共通

の指導・支援を行うことが可能と思われていたが、実際には「NB-ISTの仕組み」は各国の保健シ

ステムに合致した形で構築する必要があり、それぞれの国でCHNを取り巻く状況がかなり異なる

ことから、テーラーメードの支援を行う必要があることが影響している。 

 

４－４ インパクト 

４－４－１ 上位目標達成の見込み 

（１）上位目標：現任研修の改善により、フィジーにおける地域保健看護師が良質の保健サー

ビスを提供できるようになる。 

上位目標の指標は「スーパービジョンの結果が向上する」とされているが、その向上度

                                                        
17 最近は現場の強い要望により、臨床看護の指導官も本プロジェクトが行う研修に参加している。 
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を何で測るかが規定されていない。指標を「スーパービジョンの際に使用されるチェック

シート上の得点」と解釈することも可能であるが、チェックシートの項目のほとんどはIST

によって向上する性質のものではないため、本上位目標の指標としては不適当であり、よ

って設定されている指標から上位目標の達成見込みを議論することはできない。 

一方で今般の調査では、HSによる指導の質が向上しつつあると同時に18、一人ひとりの指

導監督に十分な時間を割くことは、指導される側のモチベーションの向上にもつながって

いることが確認された。指導される側のモチベーションを高めるサポーティブスーパービ

ジョンがサービスの質の向上に果たす役割はよく知られているところでもあり19、本プロジ

ェクトは「CHNの提供するサービスの質の確保」に関し、一定の成果を上げることが期待

できる。その一方で、本プロジェクトの成果として「より良い現任研修（IST）」が実現し

ているか、またそれがサービスの質の確保に貢献しているかは、別途検証の余地がある。 

 

４－４－２ 正のインパクト 

本プロジェクトのスコープは「CHNのNB-IST」という限られたものであるが、その一方で注

目すべき波及効果が認められる。プロジェクトは、突然の大量退職によって生じた組織的な管

理機能の欠落を補強するものとして一定の注目を集めており、C/Pは人材育成に関してはハイレ

ベルのMOH国家研修委員会（NTC）に名を連ねている。その結果、成果１（政策への反映）に

みられるようにNB-ISTを政策に反映させることが可能になったと同時に、プロジェクトの活動

もMOH内外に広く認知されるようになった。本プロジェクトで使用する「CHNの必要能力と判

断基準」は、臨床看護師の間でも活用されるようになったのみならず、人事院が 2012 年に改訂

した公務員の年次人事評価（Annual Performance Assessment：APA）の様式にもその内容の多く

が反映されており、本プロジェクトで行っているCHNの定期的な能力評価の持続性にもポジテ

ィブな影響を与えている。またMOH人事部研修室は、本プロジェクトに啓発されて、現在FHSSP

の支援を得てすべての保健人材のISTニーズの洗い出しを進めているほか、乱立の感のある多数

のISTを年次計画化することの試行を始めている。こうした波及効果は、プロジェクトが元来C/P

とされていなかった部局・人材の重要性に気づき、意識してプロジェクトへの関与を促したこ

とにより実現したものである。 

 

４－４－３ 負のインパクト 

上述のように、本プロジェクトで導入された管理指導の手法は、看護師一人ひとりのニーズ

を見極め対応することに多くの時間を必要としている。そのためHSの負担が増大することが懸

念されるが、今般調査した限りではこうした負のインパクトは確認されなかった。 

 

４－５ 持続性 

成果１が実現することにより、NB-ISTのコンセプトは正式に政策として認知されることになり、

本プロジェクトの効果の持続性は向上すると見込まれる。また人事院（ Public Service 

Commissions：PSC）が全公務員を対象とした年次勤務評定のツールにCSの概念を導入したことか

                                                        
18 面談したすべてのHSは、プロジェクトによって導入されたツールにより指導官としてみるべきポイントが明らかになり、よ

りきめ細かな指導が可能になったと同時に、部下であるCHNとの距離が縮まったと答えている。 
19 WHO “World Health Report 2006：Working Together for Health” 
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ら、CSとそのアセスメントはプロジェクトの終了後も継続的に実施されていくものと思われる。 

一方「NB-ISTの仕組み」を維持する技術的側面は脆弱の感がある。プロジェクト全体の進捗に

遅れが生じており、プロジェクト終了までにM&Eをも含めた一連の活動が「NB-ISTの仕組み」の

一環であることをHSが理解し、自発的にISTの効果を高めるひとつのシステムとして活用するよう

になるには、HSに対する更なる研修や個別指導が必要と思われる。 

また、本プロジェクトでは多数のチェックリストや報告用紙、ガイドライン等を策定・改訂し

ており（JERのAnnex 5 参照）、MOHの公式な文書として認定を受けることによって、それらがプ

ロジェクト終了後も継続的に印刷・配布・使用されることをめざしている。しかし、現場では過

去に別のプロジェクトやプログラムで作成された類似のツールが多数混在し、また現在もMOHの

異なる部局が類似ツールの開発・改訂を行っている現状にかんがみると、計画どおり保健所の認

定を得たとしても、CSなどの一部を除けばその先行きは楽観できるものではない。保健システム

の視点からとらえれば、M&Eシステム（成果２）はPHISの、研修履歴データベース（成果４）は

人事管理の一部であることから、本プロジェクトで開発するツールのそのままの形での持続性に

こだわらず、FHSSPやGFATMの支援により開発が進められつつある保健セクターの各種システム

への統合を可能な範囲で側面から支援することが、本プロジェクトで構築するシステムの持続性

の向上にも貢献すると思料される。 

人事異動により蓄積された効果が喪失するという課題に関しては、フィジー政府も危機感をも

っており、現在政府機関全体で「後継者育成 （succession planning）」が推進されている。本プロ

ジェクトでも現職のHSに加えて、その後継と目される人材も研修に参加させることで対応してい

るが、想定外の後任が着任する例も数多く報告されており、新任のHSを対象としたマネジメント

研修の制度化や、異動の際の引き継ぎシステムの強化など、組織力維持を見据えた人事制度面で

の対策が必須である。これは本プロジェクトのスコープ外であるが、MOH関連部局や他ドナーと

の対話を通じて、積極的かつ継続的に働きかけていくことが望まれる。制度としてのマネジメン

ト研修に関しては、HSに対する管理能力強化研修をパッケージ化（成果３）することで、その実

現を支援するデザインとなっている。看護師免許の更新制度が 2013 年から開始されることになり、

それに伴い看護協会の下に設置された看護カレッジ等が看護師のIST各種を実施することになっ

ているところ、今後プロジェクトはこうした機関とともにパッケージ化した研修を実施していく

ことで、将来的な研修機関の能力強化が図られ、研修の持続性の向上に資することが可能である。 

 

４－６ 結 論 

プロジェクトはNB-ISTを通してCHNによる保健サービスの改善を図ろうとしている点で、PHC

強化を掲げているフィジーの保健の優先政策に沿っているといえる。PDMの指標に沿ってレビュ

ーを行うことは、十分なデータが得られないため困難であったが、限られた情報で判断する限り、

上位目標達成に向けた進捗はみられている。 

プロジェクトは、先行プロジェクトでモデルとして行っていたNB-ISTを、頻繁な人事異動下で

も持続できる仕組みとし全国展開するため、政策化、重要役職の公式化、人材育成・M&Eの仕組

みづくりをNB-ISTメカニズムとして強化することを意図している。なかでも重要な人材育成のモ

ジュール整備や実施体制の構築、M&Eシステム構築が遅れており、プロジェクトの進捗だけでな

く、このメカニズムとして現場での活動進捗を定期的に把握するのが容易でない状況にある。現

在実施中のトライアルの結果を踏まえたツールの最終化とその運用開始、研修パッケージの最終
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化には至るとしても、持続的にメカニズムを十分運用し得るという状況までは一定の時間がかか

ると予想され、現プロジェクト期間ではモニタリングが困難な可能性がある。 

一方、CAはC/Pのイニシアティブでプロジェクトが直接対象としていない病院看護師へも広がり

つつあり、年ごとにPSCが行うAPAにほぼ同様のコンセプトが本年より採用されることになってい

る。また、MOH人材局はプロジェクトへの関与を通じ喚起されFHSSPから協力を得てISTの質を強

化しようとしていることは、想定外の正のインパクトといえる。持続可能性の観点からは、保健

システムに統合されていくようにすることが重要であり、他のDPとのより積極的な協調と、保健

システムのニーズに合わせた成果物やその発信が必要である。 

広域協力としてフィジーから周辺国への経験の共有のインパクトはトンガの現地調査での確認

を待つ必要もあるが、フィジーにおいても現場の看護指導者のモチベーションを高め、定期的な

会議で進捗発表の機会があることは事業の推進力となった。 
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第５章 提言と教訓（フィジー） 
 

５－１ 提 言 

（１）プロジェクトマネジメント 

・プロジェクトの進捗把握の適切なモニタリングシステムをつくる必要がある。 

・成果を達成するために、活動に優先順位をつけ、POに反映させる必要がある。 

・他のDPとの連携の継続及び強化を図っていく必要がある。 

・成果２：M&Eシステムについて、各レベルでの役割・目的を明確にし、見直す必要がある。 

・成果３：プロジェクトは、プロジェクト終了後にも研修が継続していくような体制（看護

学校あるいはMOH内の仕組み）と後継者をみつけ、後継者による研修の実施支援まででき

ることが望ましい。 

 

（２）MOHへの提言 

・ISTCはISTをより効果的なものにするためには非常に重要なポストであり、MOHは制度上

このポストをつくることが必要である。 

・地方（Division）及び地区（Sub-Division）の保健スタッフへプロジェクトで作成したツー

ルを使用し、NB-IST関連の活動がCorporate Business Planへ組み込まれるよう奨励すること

が必要である。 

・本プロジェクトの成果品を使用した新しいHSへの研修を制度化していくことが望ましい。 

・MOHは保健システム強化を支援しているほかのDPとの調整を行い、最大限の相乗効果を

引き出すよう努める必要がある。 

・M&E機能強化に努め、本プロジェクトでデータマネジメントのために開発されたツールを

MOHのシステムへ統合することが望ましい。 

 

（３）プロジェクトマネジメントとMOH 

・フィジーにおけるプロジェクト協力期間を、バヌアツでのプロジェクト終了時の 2014 年 2

月 28 日まで約 4 カ月間延長することを提言する。 

 

（４）JICAへの提言 

・現地事務所のリソースも活用し、プロジェクトのモニタリングを強化することで、適切か

つタイムリーなアドバイスを行う体制を整える。 

・プロジェクトの計画策定段階で相手国側のニーズと必要なリソースをより詳細に特定する。

同時に、PDMの策定においては、ロジックや設定される指標と内容の整合性に留意する。 

 

５－２ 教 訓 

（１）詳細計画策定時には、想定されるすべてのリスクについて、慎重に検討する必要がある。

また、プロジェクト開始時には、日本側とC/Pで状況を十分に検証し、プロジェクトのデザイ

ンを再評価する必要がある。 

 

（２）「メカニズム」や「システム」は目に見えないものであり、それらを対象とするプロジェク
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トを行う際には、プロジェクト開始時に、プロジェクトマネジメントチーム内、ステークホ

ルダー間でできるだけ詳細にビジョン、戦略、方針を決定し、共有しておく必要がある。 

 

（３）広域案件は、対象各国間で相乗効果をもたらす潜在性がある。実務レベルスタッフに海外

へ行く機会を与えることは、プロジェクト運営上のモチベーションを上げることへ大きく貢

献したといえる。 
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第６章 プロジェクトの実績と実施プロセス（トンガ） 
 

６－１ 投 入 

以下に人、機材、資金の投入実績を日本側・トンガ側に分けて述べる。詳細は、付属資料４に

含まれる「英文合同レビュー報告書（JER）」のAnnex 3 を参照のこと。 

 

６－１－１ 日本側投入 

（１）専門家派遣 

2012 年 10 月末現在で、延べ 9 名の日本人短期専門家が合計 21.33MM派遣されている。 

 

（２）機材供与 

コンピュータ、プリンター、プロジェクター等の事務機器を供与しており、その総額は

32 万 1,392 円であった。 

 

（３）現地活動費 

研修活動やツールの作成に関し、1,154 万 8,177 円（25 万 5,740 トンガ・パアンガ
20
）が支

出されている。 

 

６－１－２ トンガ側投入 

 （１）カウンターパート（C/P）の配置 

人事異動等で交代した人員を含め、これまでに総計 7 名がC/Pとしてプロジェクトの活動

に関与しており、その全員が保健省（Ministry of Health：MOH）の職員である。そのほか、

MOH計画・情報部長が合同調整委員会（JCC）のメンバーとなっている。 

 

 （２）土地・建物・施設 

本調査時点においては、ヴァイオラ病院に隣接するクイーンサロテ看護学校（Queen Salote 

School of Nursing：QSSN）内にプロジェクト事務所が設置されている。同病院及び看護学校

は日本の無償資金協力で 2012 年改修が終わったばかりであり、プロジェクト事務所で使用

する事務机や椅子なども日本より供与されたものである。 

 

 （３）ローカルコスト負担 

C/Pの人件費やプロジェクト事務所の光熱費のほか、出張関連費用（車の燃料費、リフレ

ッシュメント・昼食など）の一部をMOHが負担している。 

 

６－２ 実 績 

６－２－１ 活動と成果の実績 

成果の達成度はプロジェクト・デザイン・マトリックス（PDM）に定められている指標をモ

ニターすることによって判断されるが、本プロジェクト指標には現時点において数値が採れな

                                                        
20 平成 24 年度 10 月のJICA精算レート（1 トンガ・パアンガ＝45.156 円） 
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いものもあり、活動の実施状況等も勘案しつつ実績を査定した。以下に各成果の達成状況を、

2010 年 6 月 8 日付のPDM Ver. 3 に沿って、活動の進捗と指標データの推移に分けて述べる。 

 

（１）成果１：「現場ニーズに基づく現任研修」の円滑な実施のために必要な各種ガイドライン

が整備され、使用される。 

PDM上の活動の実施状況は次表のとおり。 

 

活 動 計画時期 実施状況 

1-1. 

「現場ニーズに基づく

現任研修」の実施、イン

パクト計測のためのベ

ースライン、エンドラ

イン調査を実施する。 

ベースライン：

2011 年 5 月、 

 

エンドライン：

2013 年 5 月 

・ベースライン調査は 2011 年 8～10 月にトンガタプ、ヴァヴァウ、

ハーパイ地区にて、トンガ医師会にデータの収集及び分析を再委

託する形で実施され、看護師の勤務形態や意識、「現場ニーズに

基づく現任研修（Needs-Based In-Service Training：NB-IST）」の

仕組みに関連する活動の実施状況等について現状分析が行われ

た。 

・追加的活動として 2012 年 5～7 月に中間調査が行われた。 

1-2. 

地域保健看護師、病院

看護師の職務内容を見

直し、能力基準（CS）の

ドラフトを作成する。 

2011 年 5～8 月 ・プロジェクト開始時には能力基準（CS）のドラフトが世界保健

機関（WHO）の支援により既に作成されていた。そのため、プ

ロジェクトとしては職務内容の見直しは行っていない21。 

 

1-3. 

地域保健看護師、病院

看護師のCSを完成さ

せ、提案する。 

2011 年 8 月 ・作成されていたCS の第 1 ドラフトを基に指標等細部の見直しを

行い、2011 年 8 月に試用版（“Competencies of Nursing Practice”）が

完成、看護評議会（Nursing Board）の認定を受けている。その後

トンガの実情に合わせて細部の変更が行われ、トンガ語訳も併せ

て作成中である。2012 年末までには 2 カ国語表記のCSが完成す

る予定。 

・現在までのプロジェクトの活動には、試用版が使用されている。

1-4. 

「現場ニーズに基づく

現任研修」の実施ガイ

ドライン、マニュアル、

報告書式を、デザイ

ン・作成・印刷・配布

する。 

 

2011 年 9～11 月 実施ガイドライン・マニュアル 

・①NB-ISTの仕組み、②スーパービジョン、③コーチング、④

NB-IST、⑤モニタリング・評価の 5 章から成る「現任研修マニ

ュアル」を作成している。調査時点では①～③がほぼ完成、④は

ドラフトが作成されており、⑤は未着手であった。2013 年 5 月

頃までには、実施ガイドラインや報告書式を含めた全章を完成さ

せる計画で作業が進められている。 

・同マニュアルの執筆は、各地域から召集した主要な看護指導官

16 名（「ワークショップ・メンバー」）22が、NB-ISTの構成要素に

ついてワークショップ形式の研修を受けたのちに、日本人専門家

の指導の下に行っている。 

 

報告書式 

 成果４を参照のこと。 

 

 

                                                        
21 2012 年に人事院（Public Service Commisions：PSC）のイニシアティブにより、全公務員の職務記述書（JD）の改訂が行われ

ており、職種（呼称）の統廃合を含めた組織改革が進行中である。 
22 ニウアを除く各地区におけるすべての①地域保健看護指導官及び②二次レベルの病院における臨床看護指導官 
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1-5. 

CS、実施ガイドライ

ン、マニュアル、報告

書式に基づいて地域保

健看護師、病院看護師

を研修する。 

2012 年 1～3 月 CS及びそのアセスメントに関する研修 

・87.5％の看護指導官（全 46 名中 38 名）及び 81.6％ （178 名中

164 名）の地域保健及び臨床看護師が 1 回以上研修を受講した。

・未受講の者に関しては、MOHのC/Pが個別に指導を行っていく

予定である。 

・「ワークショップ・メンバー」を対象に、CSアセスメントの結果

をコンピュータ上で一覧表にまとめ、電子データとして本省に送

信するための研修も実施された。 

 

CS以外の「NB-ISTの仕組み」の要素に関する研修 

・成果３及び４を参照のこと。 

 

以上の活動に加え、プロジェクトではCSアセスメントの実施も支援した23。アセスメント

はこれまでに 2 度行われている。一方で、CSに係る今後の研修は基本的にMOHが引き継ぎ、

プロジェクトによる継続的な支援は行わない方針である。しかし、現時点ではCSアセスメ

ントを正しく行う技能が看護指導官に定着していないことがうかがえる（プロジェクト目

標の達成度の項に後述）ため、NB-ISTの基盤となるCSに関しては、2013 年早々に予定され

る完成版の配布の際に、看護指導官を対象に再度研修を行うことも検討されている。 

本成果の指標からみる達成状況は以下のとおりである。 

 

指 標 現 状 

1-1. 

CS（試行用案）が策定され、保健省によって承

認される。 

・ CSの試行版が策定され、看護委員会の認定及びMOHの承認

を受けている。 

・試行版に手を加えた最終ドラフトもほぼ完成しており、現

在最終的な編集作業を行っている。2013 年初旬に印刷・配

布を行う予定。 

1-2. 

現場ニーズに基づく現任研修のための実施ガ

イドライン、マニュアル、報告書式が作成され、

普及される。 

・NB-ISTに係る各活動の実施ガイドライン、報告書式を含む

「現任研修（IST）マニュアル」が作成されつつあり、2013

年 6 月頃に完成・配布の予定である。 

1-3. 

地域保健看護師のためのデータ収集、分析ハン

ドブックがデザイン・作成・印刷・配布される。

・内容が地域保健看護師（CHN）の実務のためのガイドであ

り、NB-ISTの仕組みに係るものではないことから、作成を

見合わせている。 

 

NB-ISTに係るツールの作成は 2013 年 5 月頃の完成をめざして進められており、本成果は

達成されると見込まれる。 

 

（２）成果２：「現場ニーズに基づく現任研修」のために全体の現任研修計画と資金がよりよく調

整される。 

活動の実施状況は以下のとおり。 

                                                        
23 CSアセスメントの結果がプロジェクト目標の指標のひとつとなっていること、CSアセスメントはNB-ISTの仕組みの基盤であ

り、NB-ISTに係るその他の活動に不可欠であることなどによる。 
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活 動 計画時期 実施状況 

2-1. 

保健省のどのレベルにIST調

整官を任命するか決定する。 

2011 年 3 月 ・JCCは地域保健看護師長とQSSN校長をIST調整官とすることを

決定し、任命した。その後プロジェクトマネジャーである看護

部長により、ヴァイオラ病院の看護師長が 3 人目のIST調整官

として指名されている。 2-2. 

IST調整官の候補者を確定

し、その中から最も適切な者

をIST調整官として任命する。 

2011 年 3 月 

2-3. 

保健省内において「現場ニー

ズに基づく現任研修」の重要

性に関する啓蒙を行う。 

2011 年 3 月 ・特別な啓発活動は行われていない。研修開発委員会（TDC）な

どの場で公式・非公式に協議することで、NB-ISTの考え方等に

関する理解は徐々に浸透していると捉えられている。 

2-4. 

研修開発委員会（Training and 

Development Committee：TDC）

の役割を見直し、「現場ニー

ズに基づく現任研修」と他の

タイプの現任研修の調整を

行う役割を追加することを

提案する。 

2011 年 6 月 

 

・NB-ISTの仕組みを回していくうえでTDCがなんらかのかかわ

りをもつべきであることがTDC議長（＝JCCメンバーでもある

MOH計画・情報部長）と合意された。実際にTDCが果たすべき

具体的な役割は、本調査時点においては特定されていない。 

2-5. 

「現場ニーズに基づく現任

研修」の持続性のためにTDC

と協働する。 

2011 年 7 月

～ 

・未実施。 

 

指標からみる成果の達成状況を次表にまとめた。 

 

指 標 現 状 

2-1. 

IST 調整官が明確な職務内容（ job 

description）のもとに任命される。 

・3 名のIST調整官がプロジェクトによって指名された（兼任）。 

・これはMOHによる公式な任命ではないが、これら 3 ポストの職務に

は元々配下の職員に関するISTの調整を行うことが含まれており、さ

らに現在進行中のJDの改訂においてその責務が明示されることで、3

名のIST調整官としての役割は公式ものになると理解されている。 

2-2. 

提案された「現場ニーズに基づく現任

研修」の 8 割以上が実施される。 

・NB-ISTの実用レベルにおける計画・実施には、まだ至っていない。

2-3. 

研修開発委員会（TDC）が少なくとも

年 2 回「現場ニーズに基づく現任研修」

の計画や資金について協議する。 

・同上。 

 

成果２のめざすところがPDM上の成果や指標においても不明瞭であり、本成果の達成見

込みについて議論することは困難である。 

国内における各種ISTが並立するフィジーと異なり、トンガには保健医療人材を対象とし

たIST自体が少なく、その多くは特定の技能または学位の取得を目的とした短期～中期の国

外留学である。そのためトンガでは、研修生の選抜以外にIST全体の調整を行う必要性が認
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識されず、IST調整官やTDCが「NB-ISTの実施のために」行うべき調整とは何なのか、関係

者の間でも明確になっていない。本成果の有用性を精査するためにも、NB-ISTの実施に必

要な要件を調整業務に限らず現実に即して洗い出し、その整備に向けた活動・指標を設定

し直すことが有用であると思われる。そして調整が重要であるならば、TDCやIST調整官の

役割・権限が、既存のMOHのシステムにおいてどう機能し連携していくのかを、関連部署

と十分に協議・調整することが不可欠である。 

 

（３）成果３：（各地域において一定数の24）看護師指導者がS&C及びニーズに基づく現任研修

の技術を身に着ける。 

活動の進捗状況は以下の表のとおり。 

 

活 動 計画時期 実施状況 

3-1. 

看護指導官の候補者を

確定し、その中から最も

適切な者を看護指導官

として任命する。 

2011 年 6 月 

 

・MOH看護部の既存のマネジメント体制では、中央にいる看護部長と

3 名の課長（地域保健看護課、臨床看護課、看護教育課）が国内全

看護師の管理・指導を行う責を担っていたが、プロジェクトはその

下に新たに 44 名の看護指導官（スーパーバイザー）を任命した。看

護指導官のリストはJERのAnnex 5 を参照のこと。 

・プロジェクトによる看護指導官の任命は、公務員の職責として公式

なものではないが、2012 年に行われている全公務員のJD改訂を通じ

看護指導官としての職務がJDに明記されることによって、その役割

が公式に認定されたことになる。 

3-2. 

S&C（eg,カリキュラム、

教材、証明書等）の研修

プログラムを策定する。 

2011 年 9～

11 月 

・看護指導官を対象とするスーパービジョン・コーチング（Supervision 

and Coaching：S&C）の研修プログラムは、フィジーで使われている

ものを土台に、本プロジェクトで作成されたISTマニュアル（成果１

参照）の該当項目を教材に沿って策定された。 

3-3. 

看 護 指 導 官 に 対 し て

S&Cならびに現場ニー

ズの汲み上げ方に関す

る研修を実施する。 

2012 年 1～2

月 

S&C 

・2011 年 11 月から 2012 年 8 月の間にS&Cに関する研修が 3 回実施さ

れ、44 名の看護指導官のうち 36 名（地域保健 8 名中 7 名、臨床 34

名中 29 名）が少なくとも 1 度研修を受けている。 

 

現場ニーズの汲み上げ方（＝NB-IST） 

・現場ニーズを汲み上げて研修化する手法に関する研修ワークショッ

プが 2012 年 7 月と 8 月に実施され、ワークショップ・メンバー（全

国の主要看護指導官）16 名がNB-ISTの計画・実施の仕方を学んだ。

・研修を受講しなかった看護指導官に対しては、ISTマニュアルが完成

したのちにNB-IST研修を実施する計画である。 

3-4. 

パイロット地域におい

て、看護指導官が地域保

健看護師に対してS&C

及び「現場ニーズに基づ

く現任研修」を行うこと

を支援する。 

2012 年 4 月

～ 

S&C 

・主要看護指導官を集めたワークショップにおいて、S&Cの実施に関

するフォローアップのディスカッションが行われている。 

・パイロット地域ではないが、2012 年 8 月にハーパイ地区に出向いて

S&Cの実施支援を行っている。 

 

NB-IST 

・ 3-3 に述べた研修ワークショップの後、パイロット地域のトンガタプ

とヴァヴァウにおいて、プロジェクトの予算でそれぞれ 1 度NB-IST

を試行した。 

                                                        
24 PDM Ver. 3 の和文版では（）内の文言は省略されている。 
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指標からみる成果３の達成状況は以下のとおり。 

 

指 標 現 状 

3-1. 

S&Cの研修プログラムパ

ッケージ（試行用）が承認

される。 

・S&Cの研修は行われたが、研修プログラムとして承認されるためのパッケージ

化には至っていない。 2013 年 7 月までに、S&Cを含めたNB-ISTの仕組みに関

する全研修のパッケージ化を行う計画である。 

3-2. 

各地域において少なくと

も 1 名の看護指導官がS&C

ならびに現場ニーズの汲

み上げ方の技術を身につ

ける。 

・S&Cに係る研修は、ニウアを除くすべての地域で複数名の看護指導官が受講し

ている。その一方で、本調査で面談した看護指導官たちは追加研修を望んでお

り、「技術が身に付いた」状態には至っていないことがうかがわれる。 

・現場ニーズの汲み上げ方に関しては、NB-ISTの研修ワークショップへはニウアを

除く各地域からそれぞれ 1 名以上の看護指導官が参加しているが、NB-ISTの試行

的実施まで行ったのはパイロット地域であるトンガタプとヴァヴァウの 2 地域の

みである。この 2 地域に関しても、プロジェクトは研修トピックの選定等に関して

更に改善の余地があると認識しており、技術が身に付いた状態には至っていない。

3-3. 

パイロット地域における

地域看護師の看護指導官

に対する満足度。 

・パイロット地域（トンガタプ及びヴァヴァウ）のCHNのみを対象としたデータ

はない。 

・指標に最も近いものとして、地域保健及び臨床看護師の看護指導官に対する満

足度を示すデータを参考として下表に示す。調査デザインの相違から、ベース

ライン及び中間調査の結果を単純に比較することはできないが、一概に当初よ

り看護指導官に対する満足度は高く、その推移を確認するのは困難である。 

 

ベ ー ス ラ

イン調査* 

調査項目 
トンガタプ＋ヴァヴァウ＋ハーパイ 

非常に満足 満足 

指導官による

サポートに関

して 
38％ 59％ 

中間調査 

調査項目 
トンガタプ ヴァヴァウ 

非常に満足 満足 非常に満足 満足 

スーパービジ

ョンに関して 
39％ 61％ 42％ 58％ 

コーチングに

関して 
35％ 65％ 73％ 27％ 

* トンガタプ、ヴァヴァウ、ハーパイ地域を合計したもの。 

 

成果３の活動は、遅延気味ではあるものの一通りの進捗をみせており、今後スキルの更

なる定着をめざした活動を重ねることによって、パイロット地域には一定の成果が発現す

ると考えられる。技能の定着には、看護指導官が研修で学んだ知識・テクニックを現場で

実際に活用することが必要で、その際の技術的・資金的サポートが重要と考えられる。本

成果の達成のためには、今後プロジェクトが知識・技能の定着をめざした活動を重ねるこ

とのほかに、非パイロット地区（ハーパイ、エウア、ニウア）においてMOHが必要な支援

を行うことが望まれる。 

さらに指標 3-2 に関しては、「技術を身に付けた」ことを客観的に測るためのツールまた

は調査が有用である。指標 3-3 はベースライン調査の時点から高い数値を示しており、本プ

ロジェクトの効果を測るのは困難である25。 

                                                        
25 「プロジェクト開始前と比較して看護指導官の指導の質が向上したか」などを問うことは可能と思われる。 
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（４）成果４：根拠に基づくキャリア向上支援や後継者育成計画に結びつく国家標準化した「現

場ニーズに基づく現任研修」のモニタリング・評価（M&E）システムが運用され

る。 

現時点における活動の進捗は次表のとおり。 

 

活 動 計画時期 実施状況 

4-1. 

「現場ニーズに基づく

現任研修」モニタリン

グ・評価ガイドライン、

ツールを策定する。 

2012 年 1～3

月 

・M&Eシステム設計の第一歩として、モニタリンググリッドが 2012

年 8 月に策定され、現在グリッドに沿って、データ収集のためのツ

ール（報告用紙各種）が試作・検討されている。 

・M&Eガイドラインの作成は未着手であるが、ISTマニュアル（成果１

参照）の一部として 2013 年 5 月頃までに完成させる計画である。 

4-2. 

看護指導官、保健省関

係者に対してM&Eに関

する研修を実施する。 

2012 年 5～6

月 

・未実施。マニュアルの完成後に実施される予定。 

 

4-3. 

定期的離島訪問、地域

保健看護師に対する年

次のレビュー・計画策

定ワークショップを通

してS&C実績の査定を

する。 

2012 年 8 月

～ 

・未実施。 

 

 

 

以下は成果４の指標とその現状である。 

 

指 標 現 状 

4-1.     

8 割以上のM&Eの報告書

が、指導者やIST調整官から

部門長へ規定期限内に提出

される。 

・M&Eシステムは構築途上であり、PDM上で指標データの情報源とされている

M&Eデータベースも未整備のため、関連データなし。 

 

4-2.     

看護指導官に対する IST調

整官のモニタリングが少な

くとも年に 2 回行われる。

 

NB-ISTのM&Eシステムは、モニターの対象となるNB-ISTに関連する一連の活動が一通り

実施されたのちに着手する計画となっており、成果４に関する活動は 2012 年 8 月に開始さ

れたばかりである。そのため指標からの進捗は確認できないが、現時点においてはNB-IST

の仕組みをモニターするために必要な情報が整理され、情報収集のためのツールが試作さ

れている。現場の看護指導官からは、提出しなければならない定期報告書が増えることを

懸念する声が聞かれ、今後設立するM&Eシステムをいかに既存の保健情報システムに統合

していくかがひとつの課題である。プロジェクト終了までにM&Eシステムは設立されると

見込まれが、それを有意義なものとするためには更に収集した情報を活用するためのハー



 

－34－ 

ド（データの格納）とソフト（データ分析の手法）の充実26も求められており、残されたプ

ロジェクト期間内に実施すべき活動は多い。 

M&Eの実施に関して、本プロジェクトで支援するのはパイロット地域とされているトン

ガタプとヴァヴァウのみである。他地域（ハーパイ、エウア、ニウア）においてはMOHが

独自で実施することになっており、その状況次第では「国家標準化されたM&Eシステム」

の実現には至らない可能性もある。 

また、「根拠に基づくキャリア向上支援や後継者育成計画」は、現在MOH内で推進されて

いる様子もなく、よって構築されるM&Eシステムとのリンクも明確でない。当初の計画ど

おりなんらかの関連をもたせるのならば、人事制度を管轄している部局と協働することが

必須である。 

 

（５）成果５：トンガ、フィジー、バヌアツ間（もしくは三か国を超えて）プロジェクトの進

捗および成果が共有される。 

活動の実施状況は下表のとおり。 

 

活 動 計画時期 実施状況 

5-1. 

3 カ国のプロジェクト

チームによる電話、テレ

ビ会議を実施する。 

2011 年 3 月、8 月、

2012 年 2 月、8 月、

2013 年 2 月、8 月 

・テレビ会議はこれまでに 2 度、2011 年 2 月と 11 月にJICA

のテレビ会議施設を利用して実施された。それぞれの参加

者はJICA関係者を含め 15 人と 19 人、うちトンガのC/Pはそ

れぞれ 2 人と 4 人であった。 

5-2. 

フィジーにおける第三

国研修に参加する。 

2011 年 9 月、 

2012 年 9 月 

・2011 年 8 月にフィジー中部地方において 5 日間のNB-ISTに

関するワークショップ型研修が、フィジー及びトンガから

各 4 名、バヌアツから 5 名の参加者を得て開催された。 

・2012 年 8 月には 2 回目の研修として、3 日間の研修ワークシ

ョップを実施、フィジー5 名、トンガ 7 名、バヌアツ 6 名

の計 18 名が参加した。 

5-3. 

国際会議の場でプロジ

ェクトの進捗、成果を発

表する。 

2011 年 3 月、 

2012 年 3 月、 

2013 年 3 月 

・2011 年 2 月のPHRHA会合において、日本人専門家がプロジ

ェクトの概要を発表した。 

 

 

指標からみる成果５の達成状況は以下のとおり。 

 

指 標 現 状 

5-1. テレビ・電話会議の数 2 回 

5-2. 国際会議での発表回数 1 回 

 

トンガ側のプロジェクト関係者は、広域ワークショップやテレビ会議の場を、他国に先

駆けてNB-ISTを実施しているフィジーから直接情報を収集できる場として非常に有用なも

のととらえていることが確認された。2011 年 2 月に日本人専門家が大洋州保健人材同盟

（PHRHA）年次会合で行った発表は、広域協力案件の概要の紹介であり、トンガにおける

                                                        
26 C/Pとの協議では、M&Eに関する基本的な研修を望む声が強く聞かれた。 
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プロジェクトについて特に言及したものではない。 

 

 （６）その他PDMにない活動 

・JCCが 2 度、2011 年 6 月と 2012 年 6 月に開催されている。 

・QSSAは、保健情報システム上の人材データベースとは別個に全看護師のリストを保持し

ており、プロジェクトはこれを看護師の研修履歴のデータベースに活用すべく、エクセル

を使った簡易なシステムを設定する作業を支援している。 

 

６－２－２ プロジェクト目標の達成見込み 

 （１）プロジェクト目標：「現場ニーズに基づく現任研修」の仕組みが強化される。 

指標とその現状は次表のとおり。 

 

指 標 現 状 

1. 

能 力 基 準 （ Competency 

Standard（CS））に基づく評

価の点数が上がる。 

・アセスメントは 2011 年 8～9 月と 2012 年 3～4 月に実施されたが、その平均

点数は 73 点から 71.7 点に下がっている。 

・点数の下降は、CSアセスメントに係る看護指導官の技能が定着していないこ

との現れであると分析されている。 

2. 

訪問指導（Supervisory visit）

の回数が現場ニーズに基づ

く現任教育ガイドラインの

基準を満たす。 

・以下の理由から判断が不可能。 

‐NB-ISTの仕組みに係るM&Eシステム（成果４）が構築途上にあり、プロジ

ェクトの進捗を測るモニタリングシステムも整備されていない（情報源と

されるM&Eデータベースが設立されていない）ことから、正確な訪問指導

の回数が不明である。 

‐現在作成中のマニュアル（成果１）では、訪問指導の定義や回数に係る基

準が明確ではない。 

3. 

スーパービジョン、コーチ

ング（S&C）に対する看護

師の満足度が上がる。 

・S&Cに関して、看護師の満足度の推移を正確に測るデータはない（成果３・指

標 3-3 参照）。 

 

 

 

データの不足と、PDM上の指標の適切性の問題
27
から、プロジェクト目標の達成度・達成

見込みを指標から測るのは困難である。活動の進捗や成果の達成度からみれば、本プロジ

ェクトは現在、フィジーで構築された「NB-ISTの仕組み」の導入をトンガの実情を勘案し

ながら試みている段階にあるということが考察される。プロジェクト期間中に、「NB-ISTの

仕組み」の各要素の導入を完了し、パイロット地域では 1～2 度実施することも可能と見込

まれる。しかし看護指導官が習得すべき技能が多岐にわたっており、これらは実践を重ね

ることで身に付いていくものでもあることなどから、NB-ISTの仕組みの強化には、MOHの

継続的なコミットメントが重要である。 

 

                                                        
27 NB-ISTの仕組みは①CSに基づいたS&Cの実施、②ISTのニーズの特定、③NB-ISTの計画と実施、④全プロセスのM&Eの 4 要

素から成ると定義されているが、指標から明示的に強化具合を測ることができるのは①のみである。また指標３が成果３の

指標とほぼ同一であることも、PDMに理論上の問題があることを示唆している。 
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６－３ 実施プロセスの検証 

本プロジェクトの進捗や成果の発現状況に、正または負の影響を及ぼしたと考えられる特記事

項は以下のとおり。 

 

６－３－１ プロジェクトの計画に起因するもの 

 （１）PDM 

本プロジェクトは、フィジーで策定されたNB-ISTの仕組みをトンガに導入し根付かせる

ことを目的としている。そのためか、ISTやNB-ISTの仕組みの現状、プロジェクトのターゲ

ットグループ等がフィジーと異なっているにもかかわらず、PDMの構成はフィジーのもの

を大枠で踏襲しており、プロジェクト目標（「NB-ISTの仕組みの強化」）や成果、指標の設

定において不適切なものが散見される。またPDMからは「NB-ISTの仕組み」を設立・強化

することによって得られる保健課題に照らしたメリットが見えにくく、こうしたPDM上の

不備は、プロジェクトのめざすものが不明瞭であるという点で、先方政府のコミットメン

トの醸成に一定の影響を与えていると思われる。 

 

６－３－２ プロジェクトの運営管理に関連するもの 

 （１）PDMへの対処 

PDM上の不備はプロジェクト開始後に早い段階で修正されることが望ましいが、本プロ

ジェクトでは、ベースライン調査後に改訂される予定だったにもかかわらず、中間レビュ

ーまでPDMの見直しは行われていない。これはPDM上の問題が認識されていなかったわけ

ではなく、フィジー、トンガ、バヌアツという背景の異なる 3 カ国でプロジェクトを同時

進行で運営している日本側のチームの人手が回らなかったためと推察される。 

 

 （２）運営管理体制 

本プロジェクトは、現地に常駐する専門家がいない「シャトル型」で、かつ 3 カ国同時

に進行しており、プロジェクト運営としては非常にチャレンジングな案件である。トンガ

においては現地職員が常駐しているほか、主要C/Pとは常にメールでコミュニケーションを

取っており、フィジーに長期滞在するチーフアドバイザーが計画外でも必要であればトン

ガに出向くことで、先方の要望に対処している。こうした対応はC/Pにはおおむね好意的に

受け止められているが、日本人専門家のより長い滞在を希望する声も聞かれる。 

トンガのプロジェクトに関与する日本人専門家は 9 名にのぼり、全員が短期の派遣であ

り、複数国を兼任している者も多い。そのため主要メンバーでさえも一堂に会することが

困難であり、意思の疎通やチームとしてのコンセンサスの形成が十分に行えていない。ス

カイプを活用した定期会議が四半期に 1 度開催されているが、共有しきれていない情報も

多く、なんらかの方策がとられることが望まれる。 

 

 （３）ステークホルダーの巻き込み 

関係者の巻き込みには非常に注意を払ったプロジェクト運営が行われている。特筆すべ

きなのは、成果１の成果品としてのISTマニュアルの執筆を地方レベルで任命された看護指

導官が行っていることである。看護指導官は基礎的な知識をワークショップ型の研修で学
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んだのち、日本人専門家の監修の下、分担してその知識を執務マニュアルの形に文書化す

る作業を「宿題」として行っており、研修で学んだ知識がより確実に定着することが期待

されている。多くの看護指導官はこのようなアクティブラーニングのメソッドを歓迎する

一方で、素地のない管理業務に関する文書を通常業務の合間に英文で執筆しなければなら

ないため、より多くの時間をかけた丁寧な指導を望んでいる。しかしプロジェクトでは、

決められた期間内に達成すべき成果・業務が多数あり、指導や執筆に望まれるだけの時間

をかけることができないというジレンマに直面している。今後、技能の定着とマニュアル

の質の双方が中途半端なものとならないよう留意しつつ、活動を進めることが推奨される。 

 

 （４）モニタリング体制 

フィジーに比してプロジェクトの規模が小さく、また保健行政上の管理体制も中央集権

的であるため、プロジェクト活動の進捗を把握するのは比較的容易である。しかし、活動

の実施・モニタリングのためにプロジェクトが作成・使用している「年間計画
28
」がPDMの

指標と関連づけられておらず、また適切な指標のモニタリング体制も構築されていない。

今後早急にPDM上の指標データを定期的にモニターするシステムを構築し、活動が成果の

発現に連動していることを意識したプロジェクト運営を行うことが望まれる。 

 

                                                        
28 日本側チームが作成し、JICAへの報告提出の度にアップデートしている”Work Schedule”とフィジーで開催された広域ワーク

ショップに参加したC/Pが作成した“Annual Work Plan Jan. 2012 – June 2013”があるが、どちらもPDMの指標とは関連づけられ

ていない。活動計画（PO）は討議議事録（R/D）の調印以来アップデートされておらず、マネジメントツールとしては活用

されていない。 
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第７章 評価結果（トンガ） 
 

７－１ 妥当性 

以下の事由から、一定の妥当性が認められる。 

 

（１）政策面 

プロジェクトの詳細計画策定時（2009 年 12 月）よりトンガ側、日本側ともに政策上の大き

な変更はない。トンガMOHの現行計画書であるCorporate Plan 2008/09～2011/12 には、重点項

目４として「職員のコミットメントと成長」が挙げられており、本プロジェクトは右の達成

に資するものである。日本側の対トンガの援助方針には、環境分野と並んで保健・教育が重

点分野として挙げられており、コミュニティレベルでの保健・医療へのアクセスの向上と健

康意識の向上に資する取り組みを支援することが述べられている。 

現在トンガにおける保健政策上最も優先順位が高いのは、非感染症（NCD）対策である。

NCDはオーストラリア国際開発庁（Australian Agency for International Development：AusAID）

が支援するトンガ保健システム強化プログラム（THSSP）の中心的課題であり、新たにNCD

を専門とする看護師も養成されている。本プロジェクトでは看護師の基礎的技能の強化、及

び看護における管理システムの強化を行っており、NCDを含めた疾病別の課題の解決に横断

的に資するものとして、その意義は高い。 

 

（２）トンガのニーズ 

「NB-ISTの仕組み」がフィジーで構築された背景には、「現存する多数のISTが、必ずしも

個々の看護師の研修ニーズに合致したものではない」という事由があったが、これはトンガ

には当てはまらない。トンガでは看護師のISTの機会が僅少であり、知識や技能をアップデー

トする機会としては、助産師やナース・プラクティショナーといった新たな資格を取得する

ためのフォーマルな中長期コースが主であり、それは長いキャリアのなかで 1～2 度だけ回っ

てくるにすぎない。しかし、地域看護師・臨床看護師として習得しているべき基礎技能（コ

ンピテンシー）は重要との認識はあり、それを確認・担保するための適切なツールや制度、

予算がないためなおざりにされているという状況であった。本プロジェクトはこうしたギャ

ップを埋めるものとしての意義をもっている。 

また、地方（離島）に勤務する看護師の多くは、継続教育を受ける機会もほとんどなく、

首都をベースとする指導官とのつながりも希薄であるため、特に勤務期間が長期にわたるシ

ニア看護師のモチベーションは下がりがちであった。こうしたニーズに対し、本プロジェク

トはスーパーバイザーを地方レベルで任命することで、シニア看護師に使命感を芽生えさせ

ることに成功している。さらに定期的に首都に召集して看護指導官としての研修を行うこと

で、シニア看護師のモチベーションを高め、同時に地方においてよりきめの細かい看護師の

管理指導（スーパービジョン）を可能せしめている。地方レベルにスーパーバイザーを置い

たことは、これまで全国の看護師を管理・指導する責を担っていた中央レベルのスーパーバ

イザーたちからも、業務量軽減と効率化の面から歓迎されている。 

その一方で、プロジェクトデザインの妥当性にはいくつかの問題がみられる。特にプロジ

ェクト目標が、その時点でトンガに存在しない「NB-ISTの仕組み」を強化することとされて
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おり、それが現時点におけるトンガのどの保健課題にどう貢献するのかがPDM上で不明瞭で

ある。 

 

７－２ 有効性 

プロジェクトのデザイン上、成果のそれぞれはNB-ISTの仕組み上重要な要素であり、それらが

発現することによって「NB-ISTの仕組み」はある程度設立されると見込まれる。 

一方、それまでトンガには存在していなかった「NBN-ISTの仕組み」を 3 年間で設立し、かつ強

化することをプロジェクト目標としていることは非常にチャレンジングであるといえる。また

PDMについては、構成や設定された指標等について、現状を見据えたうえでの見直しが必要であ

ることが明らかとなった。 

本プロジェクトのPDMからは、NB-ISTの仕組みを確立・強化することがトンガの保健課題の何

にどう資するのかを読み取ることが困難である。さらに指標に目標値が設定されていないことで、

プロジェクトが 3 年間で何をどこまで成し遂げようとしているかが明確でない。そのためNB-IST

の仕組みとその利点をあらかじめ理解していなければ、本プロジェクトの有用性を具体的にイメ

ージすることは困難である。これは本プロジェクトのようにコストシェアリングを求める場合、

相手国側に予算配分の決断をちゅうちょさせる要因となるものである。 

プロジェクト開始から 2 年近くが経過しトンガ側にもNB-ISTの仕組みの概要が認識できてきた

時点で、双方でこの 3 年間で達成すべきものを現実的に再考しプロジェクトのフォーカスを定め

直すことで、有効性が向上すると見込まれる。 

 

７－３ 効率性 

広域協力案件として、一定の効率性は認められる。 

フィジーの経験や成果品が共有されることで、さまざまなプロセスの短縮が可能となった。特

にCSや各種ガイドライン、研修プログラムといったツール類は、フィジーで作成された物を「た

たき台」として用いることで、一から作成するよりも短時間で完成している。またプロジェクト

管理においても、1 度の派遣で数カ国をカバーしている日本人専門家もおり、報告書の提出や会計

処理等の面においても 3 カ国を 1 本にまとめることで、個別に案件を設立した場合と比して費用・

時間の両面において効率的な運営が可能となっている。 

しかし、フィジーのモデルはトンガにおける看護師を取り巻く環境や制度、ISTの現状などの違

いから、そのまま導入できるものはなく、一つ一つの仕組みやツールに関しトンガ版を策定する

ことが必要である。本プロジェクトはNB-ISTの仕組みを導入するにあたり、①看護師の管理・指

導の仕組みの変革、②看護指導官の能力強化、③各種ツールの策定という 3 つの大きなタスクが

実施されており、これらを 3 年間で完了させるのは、MOHのマネジメントを担う人材が不足して

おり、多くのスタッフが複数の役割を兼任している実情からも非常にハードルが高いといわざる

を得ない。 

本プロジェクトは広域案件として 3 カ国合計で 4 億 5,000 万円の予算がつけられているが、国ご

との予算設定は行われていない。プロジェクトの規模の違いから単純に比較はできないが、フィ

ジーにおける活動費及び専門家の派遣実績はプロジェクト開始後 1 年 10 カ月で約 3,250 万円、

56.47MMであるのに対し、トンガは 1 年 9 カ月で 1,150 万円、21.33MMとなっている。広域案件に

おける「後発国」の効率性を反映した数字であるかもしれないが、先発国であるフィジーに当初
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の想定以上のリソースが必要となった結果である可能性もある。トンガにおけるプロジェクトの

現状をみる限り、プロジェクト目標の発現には看護指導官の更なる能力強化や非パイロット地区

における活動が必要とされており、投入規模の若干の拡大が検討されるべきである。 

 

７－４ インパクト 

７－４－１ 上位目標達成の見込み 

 （１）上位目標：トンガにおける地域保健サービスの質が向上する。 

上位目標の指標は「保健サービスに対する地域住民の満足度が上がる。」とされているが、

ベースラインでは本指標に対応する情報の収集は行われていない。しかし、本プロジェク

トはすべての看護師の管理・指導を中央から行っていた仕組みを改め、中間管理職として

現場レベルに看護指導官を置きCSやコーチングといったツールを導入した結果、スタッフ

一人ひとりの個性やニーズを把握し、よりきめの細かい指導が可能になった。これらが持

続されれば、中長期的に臨床及び地域看護の質の向上に貢献する見込みは大きい。 

 

７－４－２ 正・負のインパクト 

広域案件として 3 カ国共通のターゲットはCHNであるが、トンガはCHNの絶対数が少ない（看

護師全体の約 2 割、40～50 名程度）ことなどを理由に、プロジェクトの対象に臨床看護師を包

括するデザインとなっている。そのため、本プロジェクトにはトンガMOH看護部の中の地域保

健課、臨床看護課、看護教育課のすべてが参画しており、その影響で部内に協働の機運が生ま

れ、それまではびこっていたセクショナリズムが低下したことが報告されている。 

また本プロジェクトの開始後には、それまで与えられた業務を受動的にこなすだけだった看

護師達が業務に対してより前向きになり、職場環境や自身の技能の向上に関して積極的になっ

たという声が聞かれている。モチベーションの向上は特に地方勤務のシニアレベルの看護師に

顕著であり、これはそれまで数十年間同じ職場で働きながら、管理職としての権限も研修を受

ける機会もほとんどなかったところに、看護指導官という新たな役割を与えられ、1～2 カ月に

1 度マニュアル作成と能力強化のためのワークショップに参加するために首都に召集されてい

ることなどが影響していると考えられる。 

特記すべき負のインパクトは、現時点では報告されていない。 

 

７－５ 持続性 

本プロジェクトは、本来フィジーのモデルをトンガに試験的に導入するものであったため、持

続性を十分に吟味したデザインとはなっていない29。しかしプロジェクトチームは、トンガに

NB-ISTの仕組みを構築するにあたり、既存の保健システムに組み込むことに留意した活動を行っ

ており、それが実現することによって一定の持続性は担保されるものと見込まれる。以下はMOH

が既に着手しているイニシアティブである。 

                                                        
29 詳細計画策定調査においても、1 カ国ごとに換算した場合に小規模案件相当であるとして、持続性の審査は行われていない。 
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活 動 持続性に関連する意義 

本プロジェクトの活動を、MOHの年間計

画に入れ込む。 

MOHの公式な活動として認識する。予算配分を求め

る場合には、該当活動が公式に年間活動計画の一部

として承認されていることが必須である。 

新たに任命された地方レベルのスーパ

ーバイザーのJDに、その役割を明記す

る。 

本プロジェクトによってつくられた地方レベルの看

護指導官の機能が公式なものとなる。 

CSアセスメントを、PSCが管轄する看護

師の年次勤務評定と関連づける方法を

検討する。 

実現すれば、NB-ISTの仕組みの基盤でもあり、その

評価のツールでもあるCSアセスメントが毎年ルーテ

ィーンとして実施される。 

看護師養成コースのカリキュラムをCS

に沿ったものに改訂する。 

看護師の基礎能力が向上すると同時に、将来的にIST

でCSを取り上げる必要性が軽減される。 

 

技術面の持続性は、現段階では脆弱であるが、今後新たに地方レベルで看護指導官に任命され

た看護師たちを対象に、技術の定着をめざした活動を重ねることによって一定のレベルに達する

と思われる。技術の習得は、適切な指導の下に実地で経験を積み重ねていくことが重要であり、

その意味では非パイロット地区においてもS&CやNB-IST及びM&E実施の支援が行われることが

望ましい。プロジェクト終了後も継続してMOHがフォローアップを行っていくことが不可欠であ

ることからも、MOHによる予算確保が鍵となる。 

しかし財政面の持続性は、保健を含めた政府予算がひっ迫しており、楽観することはできない。

実際に必要となるのはそう大きな額ではないと思われるが、予算を確保するにはMOH内部や主要

な開発パートナー（DP）30にNB-ISTの利点に対する理解と認識を深化させる必要があり、今後プロ

ジェクトで得られた正のインパクトを、MOH内外に積極的に発信していく努力が望まれる。また、

プロジェクトでは地方レベルの看護指導官にプロポーザルの書き方も指導しているが、今後はこ

の技能が実際に活用されるには、MOHが継続的に地方レベルでの資金調達を奨励することが有用

である。 

組織面での持続性に関しては、今後プロジェクト終了までの期間を利用して、IST調整官や中央

及び地方レベルの看護指導官の資格要件や権限・責任を明確にし、文書化することで、現在プロ

ジェクトで試行している二段階構造の管理・指導システムの定着を図ることが可能である。その

際人事課など、必要に応じてMOH内で関連する他の部署を巻き込むことも有用であると思われる。 

 

７－６ 結 論 

このプロジェクトはフィジーで開発されたNB-ISTメカニズムを近隣国へ広めることを試み、ト

ンガにおいてNB-ISTの導入を行い、同国の既存のスーパービジョンシステムにいかにNB-ISTメカ

ニズムを適合させるかといった方法を模索しながら活動を進めており、プロジェクトはおおむね

順調に進捗していることが確認された。他方、現在のフィジーモデルを用いたプロジェクトデザ

インの限界も確認された。中間レビュー調査団では現地関係者との協議を通して残りのプロジェク

ト期間の方向づけを行い、トンガ・日本側関係者双方合意の下にPDM改訂を行うこととした。 

                                                        
30 トンガの保健セクターにおける主要なDPは、THSSPを支援するAusAIDと国連人口基金（UNFPA）及びWHOである。 
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７－７ PDMの改訂 

上記の評価結果を受けて、評価調査団はトンガ側C/P及び日本人専門家と協議しつつ、PDMの改

訂案を作成した（付属資料４．M/MのAppendix II）。主なポイントは以下のとおり。 

 

（１）プロジェクト名 

臨床看護師も対象に含めるトンガの実情にそぐわないが、広域協力案件として 3 カ国で統

一する必要があるため、現行のままとする。 

 

（２）プロジェクト期間 

実際のプロジェクト期間を反映したものに改訂。 

 

（３）ターゲットグループ・直接裨益者 

ターゲットグループを看護指導官とし、直接裨益者を看護指導官を含む全看護師（地域保

健及び臨床）とする。 

 

（４）パイロット地域 

実質上の変更はないが、再編成された成果及び活動に合わせて表示を改訂。 

 

（５）プロジェクト目標 

Ver. 3 のものを生かしつつ、トンガの保健システムに合わせたNB-ISTの仕組みを確立するこ

とに変更。 

 

（６）成果と活動31 

これまで実施された活動とその成果を精査し、NB-ISTの仕組みをトンガで設立するにあた

っての必須要件をⓐ看護師の管理・指導システムの整備、ⓑNB-ISTの仕組みを構成する各要

素の実施に係る能力強化の 2 つに絞り込んだ。前者はシステムの構成とそれを管理する要素

に、後者はCSとそれ以外の活動に大別した結果、成果は①既存の看護師の管理・指導システ

ムの改造、②新たな看護師の管理・指導システムがNB-ISTの仕組みの活用にあたって機能す

ることをモニターするM&Eシステムの構築、③看護指導官のCSアセスメント実施能力の強化、

④看護指導官のコーチング及びNB-IST実施能力の強化、⑤広域案件としての経験の共有と発

信、の 5 項目に整理され、右に沿って活動を再構成した。 

 

（７）指 標 

データが現存するもの、またはプロジェクト終了時に収集可能なデータを指標として採用

した。ただし、上位目標については適当なものが特定できず、プロジェクトチームが引き継

ぐこととなった。 

 

                                                        
31 活動に関するC/Pとの協議においては、NB-ISTの内容がCHNの実情に沿ったものであるとの理由から、臨床看護師（1 次～3

次レベル）はCSアセスメントに係る活動のみに特化することが提案された。これは改訂案に反映されていないが、活動の実

施にあたって留意すべき事項である。 
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第８章 提言と教訓（トンガ） 
 

８－１ 提 言 

（１）プロジェクトマネジメントへの提言 

１）トンガの状況にあったものとなるようPDMの改訂を提案する。プロジェクトの残り期間

にかんがみると、実用性と持続可能性を十分考慮し活動を行っていく必要がある。 

２）プロジェクトが行う研修について、研修生のキャパシティを考え研修のペースを落とす

ことを考慮することが望ましい。また、既に実施された研修トピックのうちのいくつかは

再度フォローアップが必要と思われる。確実な能力の基礎を築くためには、プロジェクト

は案件のスコープを縮小する、あるいはNB-ISTメカニズムのトピックや分野を減らす必要

があるかもしれない。 

３）プロジェクトはIST調整官とスーパーバイザーの役割と責任を明確にするべきである。ま

た、看護スーパービジョンの構造を定義する IST調整官やスーパーバイザーの機能、

qualifications、報告系統について、早期に看護スーパービジョンシステムのProcess and 

Procedure等に明記され、関係者間で共有される必要がある。 

 

（２）MOHへの提言 

１）MOHには、CSの卒前教育及び新人教育への統合、PSCのパフォーマンス評価のツールと

しての活用、NB-IST関連活動を年間マネジメント計画に統合するなどの方法により、プロ

ジェクトが開発したCSをメインストリーム化していくための努力が求められる。 

２）MOHは、パイロット地域以外の地域におけるNB-IST関連活動の実施のために予算確保を

行うことが求められる。 

３）MOHは、スーパーバイザーの能力開発のために継続的に資金を確保する必要がある。 

 

８－２ 教 訓 

（１）広域案件は、対象国間で経験をシェアできるというメリットはある。一方で国によって、

ヘルスシステムや健康課題が異なるため、テーラーメイドの支援が必要である。したがって、

詳細策定時にはそれぞれのコンテクストに沿ってリソースニーズを適切にアセスメントする

必要がある。 

 

（２）本プロジェクトでは、トンガの保健システムを考慮し、臨床看護師も対象に含めるなど、

他国で開発されたモデルをローカライズした。モデルを用いた広域案件を実施する際には、

フレキシビリティをもたせ、その国にあったモデルにModifyすることが必要である。 

 

プロジェクトのデザイン上、他国でつくられたシステムを確立（PDM上の文言は「強化」）する

ことを命題とすることは、特にプロジェクトの開始時にはC/Pにその意義が実感として理解されず、

相手国側のオーナーシップと持続性の担保に影響を与える可能性がある。本プロジェクトではCS

とアセスメントに関しては、フィジーの先行プロジェクトに啓発されたトンガ側が率先して取り

組んでおり、持続性を見据えた将来的な構想もある程度描けているが、それ以外の要素に関して

はプロジェクトのなかでひととおり体験し、その有用性や効果を見極めたうえで「採用」を決め
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る（＝持続させる努力をするか検討する）というスタンスであるように見受けられる。「NB-ISTの

仕組みを確立・強化すること」の有用性をより早い段階で認識させるためにも、それによって相

手国の何がどのように向上するのか、それが相手国のニーズにどのように対応するものであるの

かを、PDM上でより明示的に示すことが必要である。 

 



付 属 資 料 

 

１．M/M〔合同評価報告書（JER）を含む〕（フィジー） 

 

２．PDM Ver. 2（フィジー） 

 

３．PDM Ver. 3（フィジー） 

 

４．M/M〔合同評価報告書（JER）を含む〕（トンガ） 

 

５．PDM Ver. 3（トンガ） 

 

６．PDM Ver. 4（トンガ） 

 

７．評価グリッド（フィジー） 

 

８．評価グリッド（トンガ） 
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